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共通申請サービス
の概要 
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1.1 共通申請サービスとは 
「農林水産省共通申請サービス（通称︓eMAFF）」（以下「共通申請サー
ビス」という。）とは、農林水産省が所管する法令に基づく申請、補助
金、交付金の申請等をオンラインで行うための電子申請システムです。 
 
共通申請サービスによって、様々な手続をいつでも容易にオンラインで
申請できるようになるほか、ワンストップ、ワンスオンリーなど申請者
の利便性を向上させることを目的としています。 
 
また、申請データがデジタル化されて保存されていくため、過去の申請
データを容易に参照できるようになるなど、審査者の業務も効率的に行
うことができる環境を実現します。 
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1.2 共通申請サービスの動作環境 
共通申請サービスを利用するための動作環境をご確認ください。次の環
境で動作を保証しています。 
OS OS のバージョン ブラウザ※2※3 

Windows 10 ※1 Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Edge ※4 

macOS バージョン 10.14 以上 Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

Android バージョン 9.0 以上 Google Chrome 

iOS バージョン 13.0 以上 Apple Safari 
※1 Windows 10 以外はサポート対象外です。 
※2 ブラウザは最新のバージョンをお使いください。 
※3 Microsoft Internet Explorer（IE）では一部の操作に問題が発生する場合があるた

め、使用できません。 
※4 古いバージョン「Microsoft Edge レガシ」の動作保証は令和 2年 12月までとなっ

ています。令和 3年 1月以降は、新しいバージョンのMicrosoft Edge を利用してく
ださい。パソコンに導入されているMicrosoft Edge のバージョンは、アイコンのデ
ザインで確認することができます。 

 
新しいバージョン 

「新しいMicrosoft Edge」 
のアイコン 

古いバージョン 
「Microsoft Edge レガシ」 

のアイコン 
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共通申請サービス
のオンライン申請
について 
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2.1 申請の流れ 
申請の流れを以下に示します。 

 
申請者は、農林水産省に関連する申請手続を共通申請サービスを活用し
て申請することができます。共通申請サービスでは、各種申請手続きの
申請内容の入力、審査担当組織への提出、申請完了確認まで実施できま
す。 
 

 
【用語説明】 
 
gBizID（Gビズ ID）とは 
ｇBizID は、１つの ID・パスワードで様々な行政サービスにログインで

きるサービスです。（詳細は本マニュアル 3.1 参照） 
 
代理申請とは 
 代理申請は、代理申請の機能を利用して、申請内容の入力や提出を行政書
士等の申請代行者に委託することです。（詳細は本マニュアル 6.3 参照） 
 



10 
 

2.2 共通申請サービスで利用するアカ
ウントについて 

共通申請サービスのアカウントは、経済産業省が提供している gBizID
を利用します。gBizID とは、複数の行政サービスを１つのアカウント
で、利用することのできる認証システムです。 

 
 
また、共通申請サービスでオンライン申請するにはご本人確認済のアカ
ウントが必要となります。 
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2.2.1 gBizID の種類について 
共通申請サービスにログインできる gBizID は２種類あります。 
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2.2.2 gBizID と eMAFF の関係性 
共通申請サービスで申請を行うためには、「eMAFF プライム」アカウン
トが必要となります。 
gBizID で共通申請サービスにログインすると、以下のように自動的に
紐付けされます。 
 
gBizID 
経産省法人共有認証基盤で取得  

eMAFF 
共通申請サービスの内部管理 ID 

プライム ⇒ プライム 
（申請を提出可能） メンバー ⇒ 

エントリー ⇒ エントリー（申請作成のみ可） 
 
※ eMAFF エントリーでは、共通申請サービスでの申請はできませんの
で、以下の①又は②のどちらかでの申請が必要です。 

 
① gBizID エントリーからgBizIDプライムへの変更申請を行う。 
運用センターでの審査が必要ですが、他省庁の電子申請システ
ムでの申請も行えます。 
（詳細︓13 ページ 2.2.3 gBizID の取得） 

 
② 農林水産省独自の ID申請を行う。 
eMAFF エントリーから eMAFF プライムに変更するため、
gBizID エントリーの内容について、地方農政局等において本人
確認を行います。他省庁の電子申請システムでの申請はできま
せん。 

 
本人確認に必要な証明書が必要になりますが、申請者の状況（個
人・法人）によって証明書類が異なりますので、本事業につい
ては、地方農政局等にお問い合わせください。 
（詳細︓77 ページ 5.1.2 eMAFF プライムへの変更） 
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2.2.3 gBizID の取得 
gBizID の WEB サイトで提供しているマニュアルを参考に gBizID を
取得します。gBizID のアカウント IDとパスワードは、共通申請サービ
スのログイン画面で使用しますので、お忘れのないよう御注意ください。 
 
マニュアル提供ページ︓ 
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 

 
また、gBizID のパスワードポリシーについては、gBizID の「よくある
質問」のページで確認できます。 
 
gBizID「よくある質問」ページ︓ 
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html 
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2.2.4 法人の代表者が交代する場合 
gBizID プライムに登録している法人の代表者が交代することになった
場合には、gBizID のウェブサイトにおいて、新しい代表者で gBizID プ
ライムを登録し、マイページから同一法人番号のアカウント情報を承継
することができます。 
※ 個人事業主は承継できません。 

 
（参考︓gBizID の FAQ） 
4-3. gBizID プライムを保有していますが、代表者が交代することとな
りました。 どうすればいいですか︖ 
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html 

 
新しい代表者で gBizID プライムを取得し、共通申請サービスを継続し
て利用する場合は、前の代表者で申請した申請情報を新しい代表者のア
カウントに紐付けし直す必要があります。このため、新しい代表者の
gBizID プライムで共通申請サービスにログインしましたら、以下のい
ずれかの方法で、ご連絡をお願いします。 

 
（Webフォームでのご連絡） 
① 共通申請サービスポータル（申請者用）の画面右の「お問い合わせ」
をクリック 

② お問い合わせの機能で、代表者の交代について入力いただき、お問
い合わせ内容を送信 

③ 後日、お問い合わせの画面で、回答を確認 
（詳しい操作方法は、61ページの「4.2.5 お問い合わせ」をご参照くだ
さい） 

 
（お電話でのご連絡） 
0570-550-410(ナビダイヤル) 
受付時間︓9 時 30分～17 時 30分（土日祝日・年末年始を除く） 
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 
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システムへのログ
イン・ログアウト 
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3.1 ログイン 
共通申請サービスへのログイン方法について説明します。 
 下記のURL にアクセスすると、共通申請サービスポータル（申請者用）
のログイン前画面が表示されます。 
ログイン前ページURL︓https://e.maff.go.jp/ 
 

 「       」ボタンをクリックします。 
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 gBizID のログイン画面が表示されますので、発行した gBizID とパス
ワードで、共通申請サービスにログインします。 

 
 

 「アカウント ID」を入力します。 

 
 

 「パスワード」を入力します。 

 

  



18 
 

 「アカウント ID」と「パスワード」を入力した状態で「ログイン」をク
リックします。 

 
 
※ 「アカウント ID」もしくは「パスワード」が間違っている場合は、「ア
カウント ID またはパスワードが正しくありません。」とメッセージ
が表示されます。その場合、「アカウント ID」もしくは「パスワード」
をよく確認し、再度入力後、「ログイン」をクリックしてください。 
なお、パスワードを 10 回間違えると、パスワードロックがかかり、
ログインできなくなりますのでご注意ください。 
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パスワードを忘れた場合 

「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードリセット
画面を表示します。 

 
 

「アカウント ID（メールアドレス）」を入力します。 

 
パスワードのリセットをするためのメールが送信されます。 
受信したメールからパスワードを再設定します。 
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 認証画面が表示されますので、メールにて受信した二要素認証の認証コ
ードを「認証コード」欄に入力し、「 」ボタンをクリックします。 

 

 

※ 二要素認証のコードは、下記のようなメールで通知されます。 
万一複数回発行してしまった場合、最後に発行された番号をご使用
ください。 

 

＜タイトル＞ 
【農林水産省共通申請サービス】ログイン用の認証コードが発行されました。 
  
＜本文＞ 
ログイン用の認証コードが発行されました。 
  
認証コード︓37043 
  
------------------------------------------------------- 
本メールは送信専用のメールアドレスで送信しております。 
このメールについてのお問い合わせは、 
お手数ですが、農林水産省共通申請サービス問合せ窓口に御連絡ください。 
  
農林水産省共通申請サービス問合せ窓口 
  
電話番号 0570-550-410 (ナビダイヤル) 
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 
  
サポート時間︓平日 9時 30分～17時 30分（土日祝日・年末年始を除く） 
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 初回ログイン時は利用規約の同意が求められますので、内容を確認の上、
同意いただき、「同意する」にチェックを入れ、「 」ボタンをクリ
ックします。 
 
※ 同意いただけない場合は、共通申請サービスを利用できません。 
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 受信したい通知メールの種類の設定、および「代理申請」、「グループ申
請」を利用するか否かの設定をします。 
 
※ この画面は、初回ログイン時にのみ表示されますが、ここでの設定内
容は後から変更することができます。詳しい操作方法は、74ページ
「5.1 個人プロフィール」および 80 ページ「5.2 経営体プロフィー
ル」をご参照ください。 
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 正常にログインすると、共通申請サービスポータル（申請者用）が表示
されます。 
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3.2 ログアウト 
共通申請サービスからログアウトする方法について説明します。 

 
 共通申請サービスポータルの画面右上の「 」ボタンをクリックし、表
示された「ログアウト」をクリックします。 
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 正常にログアウトすると、共通申請サービスのトップページに戻ります。 
 

  



26 
 

3.3 自動ログアウト 
共通申請サービスの画面を操作しない状態が２時間以上続くと、セキュ
リティ確保のため、自動的にログアウトされます。この際、入力途中の
データは保存されませんので、入力を中断する場合は、データを一時保
存するようにしてください。 
なお、下記のメッセージが表示された場合は、「続けて使用する」ボタ
ンをクリックすると、自動ログアウトされずに引き続き使用することが
できます。メッセージ表示後 30秒経過すると自動的にログアウトされ
ます。 
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共通申請サービス
の画面について 
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4.1 画面の構成 
共通申請サービスにログインすると、「共通申請サービスポータル」が
表示されます。 

 

4.1.1 新規申請 
手続をキーワードで探すことができます。 

 
 「新規申請」をクリックします。 

 

 
 「手続をキーワードで探す」画面が表示されます。 
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 キーワードを指定して「検索」をクリックします。 

 

 
 検索結果が画面に表示されます。 
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5 新規に申請する場合は、検索結果の右側にある詳細の「 」をクリッ
クします。 
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 「申請情報詳細」が表示され、新規申請を行うことができます。 
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4.1.2 よく利用されている手続き 
よく利用されている手続を一覧で表示する方法を説明します。 
 

 ポータル画面の新規申請から「 」をクリックします。 
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 「よく利用されている手続」が表示されます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

全国タブ 
全国的によく利用されている手続を表示します。 
※申請数が多い上位 20件の手続を一覧に表示します。 
地域タブ 
あなたのお近くでよく利用されている手続を表示します。 
※自身の経営体の都道府県・市区町村を元に、申請数が多い上位 20 件の手続を一覧
に表示します。 
業種タブ 
あなたの業種でよく利用されている手続を表示します。 
※自身の経営体の業種を元に、申請数が多い上位 20件の手続を一覧に表示します。 
 
※一覧の各手続から申請情報詳細画面に遷移可能となります。 

絞込条件 
期間を絞り込みます。 

よく利用されている手続 
よく利用されている手続を一覧
で表示します。 
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 「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 「申請情報詳細」画面が表示されます。 
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4.1.3 お知らせ 
お知らせには、システムメンテナンス情報のように、共通申請サービス
を利用する全てのユーザに対する告知が表示されます。 

 

 画面構成 

 
  

ボタン 
表示している画面のページを移動する 
ボタンです。 
操作詳細→219 ページ「7.1.10 ページ送
り」 

１ページあたりの表示件数 
一度に表示するお知らせの件数で
す。 
操作詳細→203 ページ「7.1.2 
「１ページあたりの表示件数」の変
更」 

表示件数 
画面に表示しているお知らせの件数です。 

検索機能 
一覧に表示されている内容
の絞り込みを行うことがで
きます。 
操 作 詳 細 → 210 ペ ー ジ
「7.1.6 リスト検索」 

お知らせ 
「掲載日付」が新しい順にお知らせが表示
されます。 
表示順は並べ替えすることができます。 
操作詳細→205ページ「7.1.3 表示順番を
並び替える」 
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 お知らせ内容の確認方法 
 

 確認したいお知らせの「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 「お知らせ」の内容が表示されます。 
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 お知らせには、システムメンテナンス情報のように、共通申請サービス
を利用する全てのユーザに対する告知が表示されます。 
「  」ボタンをクリックし、内容を確認します。 
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4.1.4 通知 
通知は申請の審査結果やお問い合わせに対する回答があった場合に表
示されます。 

 
 画面構成 

 
  

通知 
「通知日付」が新しい順に通知が表示され
ます。 
表示順は並べ替えすることができます。  

検索機能 
一覧に表示されている内容の
絞り込みを行うことができま
す。  

ボタン 
表示している画面のページを移動するボタ
ンです。 

１ページあたりの表示件数 
一度に表示する通知の件数です。  

表示件数 
画面に表示している通知の件数です。 
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 通知内容の確認方法 
ポータル画面を開くと通知一覧が表示され、問い合わせの回答や申請後
の確認メールの閲覧ができます。なお、詳細未読の通知には「未開封」
の文字が通知の先頭に表示されます。 
 

 確認したい通知の「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 「通知」の内容が表示されます。 
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4.1.5 過去の申請データの確認・活用 
過去に申請したデータの状況確認や、申請内容を複製して新たな申請を
行うことができます。 

 
 
 
 
 
 
 

 定期的に申請する手続 
申請者ご本人が共通申請サービスで過去に申請された手続のうち、定期
的に申請が必要となる手続一覧を表示します。年度単位に申請が必要と
なる手続の申請漏れなどを防止するために利用してください。 

 
 ポータル画面の過去の申請データの確認・活用から「定期的な手続」を
クリックします。 
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 「定期的な手続き」が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

検索機能 
一覧に表示する「申請していない
手続」の絞り込みを行うことがで
きます。 

定期的な手続のうち、申請していな
い手続 
定期的な手続のうち、申請していない手続
を表示します。見出しをクリックすると表
示順を並べ替えることができます。  
表示されている手続の右端の「 」ボタン
を押すと、その手続の申請を新規に行うこ
とができます。 

ボタン 
表示している画面のページを移動するボタン
です。 

表示件数 
「定期的な手続」の総件数と画面に表示してい
る「定期的な手続」の件数（通し番号）です。 

１ページあたりの表示件数 
１ページに表示する「定期的な手
続」の件数を変更できます。  
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 新規に申請する場合は、「  」ボタンをクリックします。 

 

 
 「申請情報詳細」画面が表示され、新規に申請を行うことができます。 

 

 画面が表示され、新規に申請を行うことができます。 
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4.1.6 ダッシュボード 
最新のステータス別の申請件数や年間の作付面積・本地面積をグラフで
確認することができます。また、グラフをクリックすると、レポートの
表示機能で、詳細な情報を表示するほか、表示グラフの切替えなどをす
ることができます。 

 
グラフ名 表示内容 

ステータス別の申請件数 ステータス別の申請件数を集計し表示します。 

年間の作付面積・本地面積 経営体に紐づく農地の作付面積、本地面積の年間の合計面

積を集計し表示します。 

(1) レポート一覧 
 ステータス別の申請件数を確認できます。 

 
 年間の作付面積・本地面積を作物ごとに確認できます。 

 
※ 経営所得安定対策等の申請手続を行った場合に、上記の集計結果が
表示されます。 
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(2) 基本動作 
 画面をクリックします。 

 
※ レコード件数１件は、申請件数１件を表します 

 

 グラフが拡大されて表示されます。 
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 グラフにカーソルを当てると、詳細な情報を確認できます。 
「 」ボタンでレポートの表示、「 」ボタンで最新のレコー
ド件数（申請件数）に更新します。 

  



46 
 

 「 」ボタンをクリックすると、詳細なレポートを確認できます。 
「 」ボタンでレポートテーブルを検索します。 
「 」ボタンでグラフを切り替えます。 
「 」ボタンで条件を選択します。 
「 」ボタンで更新します。 
「 」ボタンをクリックすると、表の項目を操作できます。 
「 」ボタンで表の項目を表示します。 
「 」ボタンで表の項目を非表示にします。 
「 」ボタンは切り替えることができません。 
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4.2 メニュー 
共通申請サービスポータル（申請者用）の、以下のメニューについて説
明します。 

 

 

  

申請 申請情報管理 交付金申請のための申請情報を管理します。 

帳票出力 申請内容を一覧書類に出力する機能です。 

※ 本事業では、現在、対応していません。 

各種設定 

 

個人プロフィール 申請者のアカウント情報を検索します。 

経営体プロフィール 申請者の経営体情報を検索します。 

代理申請一覧 代理申請情報を確認・修正することができます。 

操作マニュアル 共通申請サービスの操作マニュアルを閲覧することができます。 

よくあるご質問 よくあるご質問の内容とその回答を確認することができます。 

お問い合わせ コールセンターに共通申請サービスのシステムに関する問い合わせがで

きます。 
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4.2.1 申請 
 申請情報管理 
 「申請」ボタンをクリックし、表示された一覧から「申請情報管理」を
クリックします。 

 
 

 「申請情報管理」をクリックすると、「申請情報一覧」が表示されます。 
 
※ 一覧上で、現在申請中、又は申請済みの手続の検索、申請情報の詳細
参照や、申請情報を出力することができます。 

  



49 
 

 帳票出力 
※ 米穀周年供給・需要拡大支援事業では、共通申請サービスによる申請
が行われた際の帳票出力については、電子申請システムから出力す
ることを予定していますが、システム全体の調整等に時間を要して
いることから、現在対応しておりません。 
当面の対応として「148 ページ 6.3 CSV ファイルの帳票変換」を参
照し、帳票印刷用 Excel ファイルで印刷してください。 
 

 「申請」ボタンをクリックし、表示された一覧から「帳票出力」をクリ
ックします。 

 
 

 「帳票出力」をクリックすると、「帳票一覧」が表示されます。 
一覧上で、帳票の検索、詳細参照や、帳票が出力できます。 
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4.2.2 各種設定 
 個人プロフィール 
 共通申請サービスに登録してある登録情報を確認できます。 
個人プロフィールの詳細は、74ページ「5.1 個人プロフィール」を御
参照ください。 

 

 
 共通申請サービスポータル（申請者用）画面上部のメニューから「各種
設定」をクリックし、表示された一覧から「個人プロフィール」をクリ
ックします。 

 
 表示された「申請者情報一覧」画面右の「  」ボタンをクリックしま
す。 
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 「申請者情報詳細」が表示され、申請者情報を確認することができます。 
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 経営体プロフィール 
申請者の経営体情報の確認と編集ができます。 
法人名、住所、連絡先などに変更があった場合、こちらから経営体情報
の変更を行います。 
※ 経営体情報の詳細は、80ページ「5.2 経営体プロフィール」を参照
ください。 

 
 ポータル画面上部のメニューから「各種設定」をクリックし、表示され
た一覧から「経営体プロフィール」をクリックします。 

 
 表示された「申請者情報一覧」画面右の「  」ボタンをクリックしま
す。 
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 「経営体情報詳細」画面が表示され、経営体情報を確認することができ
ます。 

 

  



54 
 

 代理申請一覧 
 「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代理申請一覧」
をクリックします。 

 
 

 「代理申請一覧」をクリックすると、「代理申請一覧」が表示されます。
共通申請サービスでは、代理申請の機能を利用して、申請内容の入力や
提出を、行政書士等の申請代行者に委託することができます。 
「代理申請一覧」では、一覧上で、代理関係の確認、代理関係の委任と
受任がおこなえます。 
 
※ 代理申請機能の詳細は、184 ページ「6.6 代理申請」を参照してく
ださい。 
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4.2.3 操作マニュアル 
共通申請サービスの操作マニュアルを閲覧することができます。マニュ
アルは PDF 形式で提供されますので、Adobe Acrobat Reader などを
お使いください。 
 

 画面上部のメニューから「操作マニュアル」をクリックします。 

 
 
 

 「マニュアル一覧」画面が表示されます。 
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 「マニュアル一覧」画面から、閲覧したいマニュアルの右側にある詳細
の「 」をクリックします。 

 
 

 マニュアルの PDF ファイルがダウンロードされますので、ダウンロー
ド後、ファイルを開いてマニュアルを閲覧します。 
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4.2.4 よくあるご質問（FAQ） 
よくあるご質問の内容とその回答を確認することができます。また、カ
テゴリやキーワードで検索し、お問い合わせの内容を絞って確認するこ
とができます。 
 

 画面上部のメニューから「よくあるご質問」をクリックします。 
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 「よくあるご質問（FAQ）」が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

表示件数 
「よくあるご質問」の総件数と画面に表示し
ている「通知」の件数（通し番号）です。 

ボタン 
表示している画面のページを移動するボタ
ンです。 

１ページあたりの表示件数 
１ページに表示する「よくあるご質
問」の件数を変更できます。  

検索機能 
一覧に表示する「よくあるご質問」
の絞り込みを行うことができます。 

検索結果 
「よくあるご質問」を
一覧で表示します。 

検索条件 
「検索結果」に表示する内容を絞り込むための条件です。
画面表示時点では条件を設定していない状態です。 
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 「検索条件」に確認したい質問のカテゴリやキーワードを設定し、 
「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 回答を確認したい質問の「 」ボタンをクリックします。 
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 「よくあるご質問（FAQ）詳細」画面が表示され、「A（回答）」を確認す
ることができます。 

 
 

 任意で FAQ の内容についての評価及びご意見・ご要望を入力すること
ができます。「 」ボタンで送信します。 

 
 

 確認が終了したら、「 」ボタンをクリックして画面を閉じます。 
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4.2.5 お問い合わせ 
コールセンターへ共通申請サービスのシステムに関する問い合わせが
できます。 

 
(1) 「お問い合わせ」をする 

 共通申請サービスポータル（申請者用）画面右のメニューから「お問い
合わせ」をクリックします。 
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 「お問い合わせ一覧」が表示されます。 

 
 

検索機能 
問い合わせが複数ある場合に、 
確認したい問い合わせを絞り込
んで表示できます。  

お問い合わせ一覧 
ご自身が発信したお問
い合わせを一覧で表示
します。  

１ページあたりの表示件数 
検索結果の 1 ページあたり表示
件数を選択します。  

ボタン 
検索件数が多く、検索結果の表示が複数 
ページになる場合に、ページを移動する 
ボタンです。 

表示件数 
検索結果の全件数および、現在の画面に
表示されている件数が表示されます。 

「新規」ボタン 
新しくお問い合わせを
作成します。 

検索条件 
「検索結果」に表示する
お問い合わせの検索 
条件を指定します。 
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 「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 「お問い合わせ」入力画面が表示されます。こちらの画面の「お問い合
わせ元情報、お問い合わせ内容」を入力します。 
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 「日付、時間、お問い合わせ番号、お問い合わせステータス、お問い合
わせ先」は、お問い合わせ作成時に自動的に入力されます。 
（入力することはできません。） 

 
※ 「お問い合わせ先」には、お問い合わせ新規作成時に自動的に「コー
ルセンター」が 入力されます。 

 
 「お問い合わせ元情報」を入力します。 

 
 

 「氏名」はご自身の氏名が自動的に入力されます。 

 
 

 「都道府県」をクリックし、表示される一覧からお住まいの都道府県を
クリックします。（必須項目） 
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 お住まいの市区町村を入力します。 

 
 

 「連絡先電話番号」、「メールアドレス」を入力します。 

 
※ お問い合わせ内容に関する確認等におけるご連絡先として使用しま
す。 
電話番号、メールアドレスいずれかを入力します。 

 
 「お問い合わせ内容」を入力します。 
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 「お問い合わせ分類」の入力項目をクリックし、表示された一覧からお
問い合わせしたい内容をクリックします。 

 
 

 お問い合わせをしたい画面の「画面名称」を入力します。 

 
 

 「対象制度」の入力項目をクリックし、表示された一覧から該当制度を
クリックします。 

 
 

 お問い合わせの「タイトル」を入力します。（必須項目） 
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 「お問い合わせ内容」を入力します。（必須項目） 

 
 

 「回答」欄には問い合わせに対する回答が表示されます。新規のお問い
合わせ作成時は何も入力されていない状態です。 
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 お問い合わせ内容入力後、画面右下にある「 」ボタンをクリ
ックします。 

 
※ 入力必須項目である「都道府県」、「タイトル」、「お問い合わせ内容」
のどちらかが入力されていない状態で「 」ボタンをクリッ
クすると、「（都道府県／タイトル／お問い合わせ内容）は必須入力項
目です。必ず入力してください。」とメッセージが表示されます。 
その場合は指定された箇所を入力後、再度「 」ボタンをク
リックします。 
 

※ お問い合わせしない場合は「 」ボタンをクリックします。 
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 問題なく登録できると「お問い合わせを受け付けました。」と表示され
ます。 
「検索結果」に申請したお問い合わせがステータス「受付待」として表
示されます。 

 
 

※ お問い合わせのステータスは以下のとおりです。 
ステータス 内容 

受付待 お問い合わせを送信し、コールセンターでの受付を待ってい

る状態です。 

「再問合せ」をした場合も同じ状態となります。 

対応中 コールセンターがお問い合わせに対応中の状態です。 

回答済 コールセンターから回答が返信された状態です。 

ポータル画面の通知に「照会回答通知」が届き、お問い合わ

せの回答内容欄に回答が記載されています。 

完了 「 」ボタンをクリックした状態です。 

該当のお問い合わせは完了となります。 
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(2) 回答を確認する 
 問い合わせに対しコールセンターが回答すると、問い合わせ画面および
登録メールに回答が送信されます。 
 

 「(1)「お問い合わせをする」と同様の操作方法でお問い合わせ一覧を表
示します。「検索結果」より、確認するお問い合わせの「 」ボタンを
クリックします。 
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 「お問い合わせ」画面が表示されます。 
「お問い合わせ」画面下部の「回答」欄に、回答が表示されます。 
記載された回答内容で問い合わせが解決できた場合、「 」ボタン
をクリックします。 

 

 

 「お問い合わせを解決しました。」とメッセージが表示されます。 
「検索結果」のお問い合わせのステータスが「完了」と表示されます。 
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 追加でお問い合わせをしたい場合は、「 」ボタンをクリックしま
す。再問合せの画面が表示されるので、お問い合わせ内容を入力し、
「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 
 

(3) お問い合わせの検索方法 
お問い合わせが複数ある場合、検索条件を設定することでお問い合わせ
を絞り込んで表示することができます。 

  



73 
 

共通申請サービス
の基本操作 
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5.1 個人プロフィール 
共通申請サービスに登録されている申請者の住所、氏名、連絡先などの
情報（申請者情報）を確認することができます。 

 
※ 個人事業主の場合は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスが変更
になった場合は、「5.2 経営体プロフィール」に記載されている手順
に従って、経営体情報の住所、氏名、電話番号、メールアドレスを変
更してください。なお、個人プロフィールの住所等は、gBizID
（https://gbiz-id.go.jp/）のマイページにおいて変更後、共通申請サ
ービスログインすると自動的に変更内容が反映されます。 
 

※ 法人の場合は、共通申請サービスログインすると自動的に経営体プ
ロフィールと個人プロフィールに変更内容が反映されます。 

 

5.1.1 申請者情報の確認 
1 画面上部のメニューから「各種設定」をクリックし、表示された一覧か

ら「個人プロフィール」をクリックします。 

 
 
 

 

2 表示された「申請者情報一覧」画面右の「編集」の「 」ボタンをク
リックします。 
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3 「申請者情報詳細」画面が表示され、申請者情報を確認することができ
ます。 
白色の入力欄は、表示内容を変更することができます。 
灰色の入力欄は、gBizID で設定されている項目のため、この画面で表
示内容を変更することはできません。変更する場合は、gBizID
（https://gbiz-id.go.jp/）のマイページで変更し、その後、共通申請サ
ービスにログインすると自動的に変更内容が反映されます。 
表示内容を変更して保存する場合は、「保存」ボタンをクリックします。 
変更せずに画面を閉じる場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしま
す。 
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4 プロフィール設定で、共通申請サービスから申請者のメールアドレス宛
てに該当のメールを送信するか否かの設定を変更することができます。 

設定項目 共通申請サービスから送信されるメール 

重要なお知らせメール

を受信する 

共通申請サービスに関する重要なお知らせのメール 

（システムメンテナンスの時間帯やバージョンアップ等

のメールを配信予定） 

申請に係るメールを受

信する 

申請の差戻し、承認等の審査に関する通知のメール 

ニュースレターを受信

する 

共通申請サービスからのお知らせ情報のメール 

（農林水産省における新たな政策や申請者に役立つ情報

のメールを配信予定） 
 

※ この３つの設定は、経営体プロフィールにも同じ設定があり（90ペ
ージの「5.2 経営体プロフィール」の 23 参照）、該当のメールが送
信されるか否かは、双方の設定で下表のようになります。同じ経営体
の中に申請者が２人以上いる場合に使い分けてください。 
個人プロフィール 

（「申請者情報詳細」画面）

の設定 

経営体プロフィール 

（「経営体情報詳細」画面）

の設定 

メール送信 

 
チェックあり 

 
チェックあり 

送信されます。 

 
チェックあり 

 
チェックなし 

送信されません。 

 
チェックなし 

 
チェックあり 

送信されません。※ 

 
チェックなし 

 
チェックなし 

送信されません。 

 
※ 同じ経営体の他の申請者にはメール送信されます。 
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5.1.2 eMAFF プライムへの変更 
eMAFF エントリーから eMAFF プライムに変更するため、gBizID エン
トリーの内容について、地方農政局等において本人確認を行います。 
 
申請者は、窓口からメール（もしくは伝達）されたワンタイムコードを
「個人プロフィール」画面から登録することでオンライン申請ができる
ようになります。 

 

 ワンタイムコードを登録する 
 共通申請サービスポータル（申請者用）画面上部のメニューから「各種
設定」をクリックし、表示された一覧から「個人プロフィール」をクリ
ックします。 
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 「申請者情報一覧」が表示されます。 
表示された一覧の「  」をクリックします。 

 

 
 「申請者詳細情報」画面が表示されます。 
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 「ワンタイムコード」が窓口よりメールで送付（もしくは伝達）されま
すので、コードを直接入力し、「   」をクリックします。 

 
 

 「申請者情報詳細」画面の一番下にある「   」ボタンをクリックし
ます。 

 

 
保存しない場合は「    」ボタンをクリックします。 
 

 問題なく保存されると「保存されました」が表示され、「身元確認状況」
が「済」と表示されます。 
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5.2 経営体プロフィール 
共通申請サービスに登録されている申請者の経営体情報を確認・変更す
ることができます。 
連絡先の電話番号やメールアドレスなどに変更があった場合、こちらか
ら経営体情報の変更を行います。gBizID のアカウント種類や個人事業
主または法人によって、本画面にて変更できる項目が異なりますので、
次ページの３をご参照ください。 

 
(1) 経営体情報を確認・変更する 
1 画面上部のメニューから「各種設定」をクリックし、表示された一覧か

ら「経営体プロフィール」をクリックします。 

 
 
 
 

2 表示された「経営体情報一覧」画面右の「編集」の「 」ボタンをク
リックします。 
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3 「経営体情報詳細」画面が表示され、経営体情報を確認することができ
ます。 
白色の入力欄は、表示内容を変更することができます。 
灰色の入力欄は、gBizID で設定されている項目のため、この画面で表
示内容を変更することはできません。変更する場合は、gBizID
（https://gbiz-id.go.jp/）のマイページで変更し、その後、共通申請サ
ービスにログインすると自動的に変更内容が反映されます。表示内容を
変更して保存する場合は、「保存」ボタンをクリックします。 
変更せずに画面を閉じる場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしま
す。 
 
gBizID プライム（または gBizID メンバー）と地方農政局等で本人確認
済みの gBizID エントリー（eMAFF プライム）で、経営体情報の法人名
/屋号、代表者氏名、住所等の変更の可否が異なりますので、ご注意く
ださい。 

アカウントの種類 
アカウント 

の区分 
法人名/屋号、代表者氏名、住所等の変更 

gBizID プライム 

※ 

法人 変更不可 

（gBizID 側（https://gbiz-id.go.jp/）のマ

イページで変更してください。変更後に共通

申請サービスにログインすると自動で経営体

情報が反映されます。） 

個人事業主 変更可 

本人確認済みの

gBizID エントリー 

（eMAFF プライム） 

法人 変更可 

個人事業主 変更可 

※ 法人の従業員用アカウントの gBizID メンバーも gBizID プライムと
同じ取扱いになります。 
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84 
 

4 「経営体 ID」を確認します。 
※ 経営体 IDを変更することはできません。確認のみとなります。 

 
 

5 「eMAFF 種別」を確認します。 
※ eMAFF 種別は、申請者ご自身のアカウントについての種別を表すも
ので、下表のいずれかになります。 
eMAFF 種別 説明 

eMAFF プライム 本人確認済みのアカウントであることを表します。次の

アカウントが該当します。 

・gBizID プライム（または gBizID メンバー） 

・地方農政局等で本人確認済みの gBizID エントリー 

eMAFF エントリー 本人確認していないアカウントであることを表します。

次のアカウントが該当します。 

・本人確認していない gBizID エントリー 
 

※ eMAFF エントリーでは、申請することはできません。 
 
※ eMAFF 種別を変更することはできません。確認のみとなります。 

 
 

 「法人・個人事業主」を確認します。 
※ 法人・個人を変更することはできません。確認のみとなります。 
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7 「法人番号」を確認します。 
※ 法人番号を変更することはできません。確認のみとなります。 
※ 法人の場合のみ表示されます。 

 
 

8 「個人事業主管理番号」を確認します。 
※ 個人事業主管理番号を変更することはできません。確認のみとなり
ます。 

※ 個人事業主の場合のみ表示されます。 

 
 

9 経営体の「法人名／屋号」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
全角で入力できます。（※必須項目） 
※ 法人の gBizID プライムである場合、法人名／屋号を変更することは
できません。確認のみとなります。 

 
 

10 「法人名／屋号カナ」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
全角カナで入力できます。（※必須項目） 
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11 経営体住所の「郵便番号」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。（※必須項目） 
半角で入力します。-（ハイフン）は入力しないでください。 
gBizID 側では郵便番号を保持していないため、初期値「0000000」を
設定します。 

 
 

12 経営体住所の「都道府県」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして表示された都道府県一覧から該
当するものをクリックします。（※必須項目） 
※ 法人の gBizID プライムである場合、都道府県を変更することはでき
ません。確認のみとなります。 

 

 

13 経営体住所の「市区町村」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
全角で入力できます。（※必須項目） 
※ 法人の gBizID プライムである場合、市区町村を変更することはでき
ません。確認のみとなります。 
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14 経営体住所の「番地等」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
全角で入力できます。（※必須項目） 
※ 法人の gBizID プライムである場合、番地等を変更することはできま
せん。確認のみとなります。 

 
 

15 経営体の「代表者氏名」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
全角で入力できます。（※必須項目） 
※ 法人の gBizID プライムである場合、代表者氏名を変更することはで
きません。確認のみとなります。 

 

 

 経営体の「代表者氏名カナ」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
全角カナで入力できます。（※必須項目） 
※ 法人の gBizID プライムである場合、代表者氏名カナを変更すること
はできません。確認のみとなります。 
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17 経営体の「代表者性別」を確認します。 
入力欄をクリックし、表示された一覧から該当するものをクリックしま
す。（※必須項目） 

 
 

18 「代表者生年月日」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
※ 法人の gBizID プライムである場合、代表者生年月日を変更すること
はできません。確認のみとなります。 

 

 

19 経営体への連絡先となる「電話番号（代表）」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
（半角 12 桁以内、例︓1234567890）。-（ハイフン）は入力しないで
ください。 

 
 

 経営体への連絡となる「FAX番号（代表）」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 
（半角 12桁以内、例︓1234567890）-（ハイフン）は入力しないでく
ださい。 
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21 経営体への連絡先となる「メールアドレス」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックして直接入力します。 

 
 

 経営体の「業種」を確認します。 
変更する場合は入力欄をクリックし、表示された一覧から「業種」をク
リックします。 
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23 プロフィール設定を確認します。共通申請サービスからの各種通知、代
理申請、グループ申請について設定することができます。 

 
 

設定項目 説明 

重要なお知らせメール

を受信する※ 

共通申請サービスに関する重要なお知らせのメールを受

信する設定です（システムメンテナンスの時間帯やバー

ジョンアップ等のメールを配信予定）。 

申請に係るメールを受

信する※ 

申請の差戻し、承認等の審査に関する通知のメールを受

信する設定です。 

ニュースレターを受信

する※ 

共通申請サービスからのお知らせ情報のメールを受信す

る設定です（農林水産省における新たな政策や申請者に

役立つ情報のメールを配信予定）。 

申請代行者の機能を利

用する 

行政書士等の申請代行者が、申請者からの代理申請依頼

を受付する場合には、設定を有効にします。有効にした

場合は、法人名/屋号、代表者名、住所（都道府県および

市町村）が公開されます。 

グループ申請の参加依

頼を許可する 

共通申請サービスで、グループ申請を行う場合は、設定

を有効にします。有効にした場合は、法人名/屋号、代表

者名、住所（都道府県および市町村）が公開されます。 

 
※ ３つのメール受信の設定は、個人プロフィールにも同じ設定があり
（76ページの「5.1 個人プロフィール」の 4参照）、該当のメールが
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送信されるか否かは、双方の設定で下表のようになります。同じ経営
体の中に申請者が２人以上いる場合に使い分けてください。 
個人プロフィール 

（「申請者情報詳細」画面）
の設定 

経営体プロフィール 
（「経営体情報詳細」画面）

の設定 
メール送信 

 
チェックあり 

 
チェックあり 

送信されます。 

 
チェックあり 

 
チェックなし 

送信されません。 

 
チェックなし 

 
チェックあり 

送信されません。※ 

 
チェックなし 

 
チェックなし 

送信されません。 

 
※ 同じ経営体の他の申請者にはメール送信されます。 
 

24 変更内容を保存する場合は、「経営体情報詳細」画面下の「保存」ボタ
ンをクリックします。変更せずに画面を閉じる場合は、「キャンセル」
ボタンをクリックします。 

 
 

25 正常に保存されると「保存されました」と表示されます。 
「法人名／屋号」、「住所」、「代表者氏名」を変更した場合、経営体情報
一覧に変更後の内容が表示されます。 
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(2) 経営体情報の変更に伴う再身元確認 
 身元確認済の経営体情報のうち、法人名/屋号、法人名/屋号カナ、郵便
番号、都道府県、市区町村、番地等、代表者氏名、代表者氏名カナ、代
表者性別、代表者生年月日を「経営体情報詳細」画面で変更すると、再
身元確認が必要となります。 
（法人の場合、「経営体情報詳細」画面で、これらの情報を変更できない
ため、gBizID（https://gbiz-id.go.jp/）のマイページで変更し、その
後、共通申請サービスにログインすると自動的に変更内容が反映されま
すので、共通申請サービスでの再身元確認は不要となっています。） 
「経営体情報詳細」画面で、再身元確認が必要となる項目の変更を行い、
「経営体情報詳細」画面の一番下にある「保存」ボタンをクリックする
と、下記確認メッセージが表示されますので、内容を確認の上、「保存」
ボタンをクリックします。 

 
 

 続いて、再身元確認を行うため、次のいずれかの方法で、ご連絡をお願
いします。なお、経営体情報の変更前にご相談いただくこともできます。 
 
（Web フォームでのご連絡） 
61 ページの「4.2.5 お問い合わせ」を参照し、タイトル、お問い合わ
せの内容に、再身元確認について入力いただき、お問い合わせを送信し
てください。また、後日、お問い合わせの画面で回答を確認してくださ
い（回答が返信されると、申請者のメールアドレスにメールが届きま
す。）。 
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（メール、お電話でのご連絡先）  

＜農林水産省共通申請サービス問合せ窓口＞ 
メールアドレス system-helpdesk@emaff-ks.jp  

電話番号 0570-550-410(ナビダイヤル) 
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 
お電話の受付時間︓平日9時30分～17時30分（土日祝日・年末年始を除く） 
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(3) その他の経営体情報の確認 
その他の経営体情報として、「振込先情報」、「農業経営改善計画の認定
状況（認定農業者）」、「経営所得安定対策等情報」、「農地情報」、「構成
員情報」、「申請履歴」があり、それぞれの内容を確認することができま
す。 
 

 
 「 」ボタンをクリックし、「経営体詳細情報」画面を表示します。 

 
 

 「 」ボタンをクリックします。 
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 最新の gBizID 情報と比較することができます。現状と gBizID の経営
体情報で登録内容に差異がある場合は、左側に赤いマークが表示されま
す。 

 
 

 
 「振込先情報」を確認します。 
交付金等の振込先となる各種金融機関／ゆうちょ銀行の情報です。 

 
  



96 
 

 「農業経営改善計画の認定状況（認定農業者）」を確認します。 

 
 

 「経営所得安定対策等情報」を確認します。 
経安提出先（地域レベル）を選択後、経安提出先（地域名）を選択しま
す。収入減少影響緩和交付金（ナラシ）対象有無は変更できません。 

 
 「農地情報」を確認します。 
「 」ボタンをクリックすると地図情報の閲覧、「 」ボタンをクリ
ックすると農地情報詳細が確認できます。 
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 「構成員情報」を確認します。 
経営体に所属している人を一覧で表示します。 

 
 
 
 
 

 

 「申請履歴」を確認します。 
この経営体で申請した履歴が一覧で表示されます。 
申請履歴に表示している各項目（申請年度、制度、手続、ステータス）
は「申請情報一覧」の表示内容と同じです。 
申請内容を確認する場合は、確認したい申請の右端にある「 」ボタン
をクリックします。 

 

  

氏名／住所／身元確認状況 
各構成員の氏名・住所情報および、 
身元確認の済／未済が表示されます。 

構成員区分 
管理者︓経営体の代表者等です。 
一般 ︓代表以外の構成員です。 
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 「申請情報詳細」画面が表示されます。 

 
 

 申請後に市町村や都道府県等での修正、または差し戻しによる変更があ
った場合には、「修正記録」画面に表示されます。 
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 「お問い合わせ」タブに進み「 」ボタンをクリックすると、
お問い合わせを作成できます。 

 
※ 「 」ボタンをクリックし、申請詳細情報に画面遷移するための
URL を生成することができます。問合せ内容等にURL を貼り付ける
ことにより、問い合わせ先の担当者にあなたの申請情報を確認し易
くなります。 
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 内容確認後「閉じる」ボタンをクリックし、「申請情報詳細」画面を閉
じます。 

 
 

 「キャンセル」ボタンをクリックし、「経営体情報詳細」画面を閉じます。 
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各種登録・申請につ
いて 
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6.1 事業計画の申請 
6.1.1 新規の申請 

共通申請サービスで、初めて「米穀周年供給・需要拡大支援事業のうち
周年供給・需要拡大支援」を新規に申請する手順です。 

 
 ポータル画面左上の「申請」ボタンをクリックし、表示された一覧から
「申請情報管理」をクリックします。 
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 「申請情報一覧」画面が表示されます。 
画面右上の「  」ボタンをクリックします。 
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 「申請選択」画面が表示されます。 

 
 

 以下のように選択し、「 」をクリックします。 
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 選択した手続の申請情報詳細画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 続いて、「6.1.3 申請内容の入力」に進んでください。 

  

申請したい手続きが見えない
場合は縦棒（スクロールバ
ー）を下に動かすと、表示され
ます。 
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6.1.2 過去の申請情報を利用した申請 
過去に申請した内容をコピーして申請することができます。 
過去の申請内容が入力された状態となるため、変更が必要な項目を修正
して、申請してください。 

 
 ポータル画面左上の「申請」ボタンをクリックし、表示された一覧から
「申請情報管理」をクリックします。 

 

 「申請情報一覧」画面が表示されます。 
申請の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧から「コピーして申
請」をクリックします。 
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 「コピーして申請」画面が表示されます。 
「申請年度（コピー先）」の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧
から該当する年度をクリックして、「 」ボタンをクリックしま
す。 
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 選択した申請の内容がコピーされた状態の「申請情報詳細」が表示され
ます。過去の情報が入力された状態から申請することができます。 
 

 続いて、「6.1.3 申請内容の入力」に進んでください。 
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6.1.3 申請情報の入力 
申請年月日や提出先などを入力・登録します。 
 

 「申請情報詳細」画面を表示します。 

 

ボタンとその機能 
ボタン 機能 

 入力した内容で申請します。 

 入力した内容を共通申請サービスに一時保存します。 

入力を一時中断するときや、申請内容の入力途中でデータが消失

することを防ぐため、一時保存してください。 

 一時保存した内容（この画面に表示されている内容全て）を削除

します。 

 入力した内容を保存しないで「申請情報詳細」画面を閉じます。

入力した内容を保存する場合は、これらのボタンをクリックする

前に、必ず「      」をクリックしてください。 

 

  

申請 

一時保存 

削除 

キャンセル 

一時保存 
× 
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入力項目と入力欄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力チェックとエラーメッセージ 

 

 

 

 

  

入力内容の形式に誤りがあると、次の欄に移動したときに、入力欄の枠が赤色
になり、その下に赤字でエラーメッセージが表示されます（正しい形式に修正
すると元の表示に戻ります。）。 

i 「 」に、マウスカーソルを重ねると
吹き出しで補足説明が表示されます。 

「 」は、必ず入力する必要
がある項目（必須項目）です。 

背景が白色の入力欄  ︓入力することができます。 
背景がグレー色の入力欄︓入力することはできません。 
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 「申請年月日」右側の「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 表示されたカレンダーから、申請年月日の日付をクリックします。 
操作詳細→214 ページ 7.1.8 カレンダー入力機能  
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1 「提出先（地域レベル）」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された
一覧から申請を行う先をクリックします。 

 
 

2 「提出先（地域名）」右側の「 」ボタンをクリックし、表示された一覧
から申請を行う先となる地域をクリックします。 
操作詳細→206 ページ 7.1.4 サーチ機能  
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6.1.4 経営体情報の確認 
申請を行う経営体が正しく表示されているか確認します。 
画面に表示される経営体情報が今回申請する内容と異なる場合は、経営
体情報を変更することができます。 
表示される経営体情報が正しい場合は、特に操作の必要はありません。 

 
1 経営体情報を変更する場合は、「     」ボタンをクリックします。 

 

 「経営体情報選択」画面が表示されます。 
表示される経営体一覧より、正しい経営体 IDの左側「〇」をクリック
してチェックを入れ、「   」ボタンをクリックします。 

 

3 「申請情報詳細」画面に表示される経営体情報が変更されます。 
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6.1.5 事業実施計画の入力 
 
本年度に実施しようとする事業の内容等について、各項目を入力します。 
※入力欄は、すべて 255 文字以内で入力してください。 
※添付ファイルは、各項目 10MBの制限があります。 

 

経営体情報の入力 
帳票印刷上で表示する申請者の団体名、住所及び代表者氏名を入力しま
す。 
申請者が 1者の場合は、各項目の（１）欄に入力してください。 
連名で申請を行う必要がある場合は、（２）欄に入力してください。 
 

 

 

 事業目的の入力 
生産者及び集荷業者・団体の自主的な取組により需要に応じた生産・販
売が行われる環境整備を支援する本事業の趣旨を踏まえ、本事業を活用
してどのように需要に応じた生産・販売等の環境整備を図るのか、本事
業を活用する目的の概要を入力します。 
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 取組方針の入力 
 主食用米の集荷数量、契約数量及び販売数量を入力します。 
数量項目は、集荷数量、契約数量及び販売数量をそれぞれ選択し、当年
産及び過去４年間についての数量を入力してください。 
 
集荷数量、契約数量及び販売数量について、年産ごとの整理は可能な限
り同一時点（生産年の翌年３月末など）で整理してください。（同一時
点での整理が困難な場合は、注記に補足説明を入力してください。） 
次の①又は②の方法で入力できます。 
① 「  」をクリックし、入力後右下の「    」をクリック。 
② 直接入力後、画面端の「  」をクリック。 
 
次の項目を入力する場合は、左端の「＋」ボタンをクリックし、行を
追加してください。 
 
※ ３行使用し、必ず主食用米の集荷数量、契約数量、販売数量について
入力してください。 

 
 入力した集荷数量、契約数量及び販売数量について、補足説明があれば
注記欄に入力します。 
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 集荷状況及び契約・販売状況を入力します。 
入力した主食用米の集荷数量、契約数量及び販売数量に基づき、契約や
販売の進捗状況等、主食用米の販売環境について概要を入力してくださ
い。 

 

 

 

 

 本年度に実施しようとする事業の取組方針について、集荷状況及び契
約・販売状況を踏まえた課題等について説明の上、課題解消に向けてど
のように取り組むのか入力します。 

 
 取組方針に入力した内容について、根拠となる次の資料を添付します。 
① 集荷数量、契約数量及び販売数量が確認できる資料（事業報告書や

決算書類等でも可） 
② 取組方針の記載内容に、①以外のデータ等が含まれる場合には、そ

の詳細が分かる資料 
 
※ 添付資料が、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当
該ウェブサイトのＵＲＬ等を、前年度の申請等において既に提出し
た資料であって、内容に変更がない場合は、提出済の資料の名称その
他資料の特定に必要な情報を、それぞれ記載した一覧表を添付する
ことで、資料の添付を省略することができます（以下各項目において
同じ取扱いとなります。）。 
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 取組内容及び目標の入力 
 実施しようとする取組項目ごとに、取組内容及び目標を入力します。 
「  」ボタンをクリック。 

 
 画面が切り替わりましたら、取組の項目から順に入力します。 
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 取組の項目を選択します。 
「 」ボタンをクリックし、項目を選択してください。 

 
 
 
 
 
 

 

 選択した取組について、具体的な取組内容を入力します。 

 
 取組の項目が、輸出向けの販売促進等の取組又は業務用向け等の販売促
進等の取組の場合は、【取組の評価（販売拡大への効果】及び 6の【前
年度取組からの改善点】について入力します。 
※ 上記以外の取組の項目の場合は、7に進んでください。 
 
※ 当該取組が輸出向け又は業務用向け等の販売拡大にどのように繋が
るのかについて入力してください。 
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 前年度に当該取組を実施している場合は、前年度の取組に対する評価と、
それを踏まえた改善点等について入力します。 
※ 前年度の取組から手法・内容に見直しが行われない場合には、改善し
ないこととした理由についても入力してください（特に前年度の目
標を達成していない場合には蓋然性が必要です。）。 

 
 

 本年度の目標について項目名を簡潔に入力します。 
※ 例えば、業務用向け等の販売促進等の取組の場合には、「業務用実需
者との事前契約の拡大」などを入力して下さい。 

 
 
 

 
 前年度目標値、前年度実績値及び本年度目標値をそれぞれ入力します。 
※ 単位を必ず入力してください。 
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 設定する目標値について、設定に当たっての考え方等についての説明を
入力します。 
※ 入力に当たっては、実施しようとする取組に応じて次の点に留意し
て入力してください。 

 
① 周年安定供給のための長期計画的な販売の取組及び非主食用への

販売の取組の場合には、取組の計画数量（目標値）を種類（うるち
米、醸造用玄米、もち米）別に入力してください。 

 
② 輸出向けの販売促進等の取組及び業務用向け等の販売促進等の取

組の場合には、次の点を入力してください。 
・目標の評価を行う時期（「○年３月末時点の実績で評価を行う」な
ど） 

・目標値を割合とする場合は、その算出根拠となる数値及び算出方
法 

・本年度目標値が前年度目標値を下回る数値で設定する場合は、そ
の理由 
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 取組内容及び目標に入力した内容について、実施しようとする取組に応
じて、根拠となる次の資料を添付します。 
① 周年安定供給のための長期計画的な販売の取組及び非主食用への

販売の取組の場合は、次の資料を添付してください。 
・米穀周年供給・需要拡大支援事業のうち周年供給・需要拡大支援
に係る公募要領別添 1-1 から別添 1-6（取組の内容に応じて添付
すること。） 

・取組に係る契約書（申請日までに締結されたもの）等 
・金利への支援を申請する場合は、支援対象米穀に係る生産者への
支払額及び当該支払額に係る借入金の金利等が分かる資料 

 
② 輸出向けの販売促進等の取組及び業務用向け等の販売促進等の取

組の場合は、次の資料を添付してください。 
・取組の概要が分かる企画書等（前年度に同様の取組を行っている
場合は前年度の実績でも構いません。その場合、「本年度の改善点」
欄に変更点等を説明してください。） 

・広告宣伝等の場合は、広告等の内容が分かる画像等 
・パンフレット等の印刷物の場合は、内容が分かる画像及び配布予
定先（配布予定先ごとの配布予定数を含む。）が分かる資料 

 
 
 

 
 入力後、右下の「   」ボタンをクリックします。 
 
※ 複数入力する場合、「＋」ボタンをクリックしてください。 
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 取組の実施に当たっての積立ての状況の入力 
 積立ての対象者を入力します。 
※ 例えば、○年産米出荷契約を締結した生産者や○○協議会など、積立
ての対象者を具体的に入力して下さい。 

 
 積立ての方法について、拠出時期や単価等を含めて具体的に入力します。 

 
 
 
 

 積立金の管理に関するルールに基づき、積立金が使用できる用途を入力
します。 
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 積立金の総額について、項目ごとに入力します。 
前年度積立金残額（○年○月時点）、当年産生産者拠出金等について、
区分して入力してください。 
各項目の金額についての算出方法等を、「備考」欄に入力します。 
 以下の①又は②の方法で入力できます。 
① 「  」をクリックし、入力後右下の「    」をクリック。 
 ② 直接入力後、画面端の「  」をクリック。 
 
次の項目を入力する場合は、左端の「＋」ボタンをクリックし、行
を追加してください。 

 
※ 申請する事業年度で活用できる積立金の総額を入力することとし、
生産者への精算等、申請する事業年度の事業費として使用できない
額はマイナス計上してください。 

※ 必ず、「積立金総額」欄が年度内に活用できる積立金の総額となって
いることを確認してください。 

 
※ 積立金の総額（グレーの欄）は、自動計算となっているため、入力で
きません。 
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 入力した前年度積立金の残額、当年産の生産者拠出金等について、補足
説明があれば入力します。 

 
 
 
 
 
 

 取組の実施に当たっての積立ての状況で入力した内容について、根拠と
なる以下の資料を添付します。 
① 積立ての方法、用途、管理に関するルールの詳細が分かる資料 
② 拠出単価等が分かる資料 
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 経費内訳の入力 
 実施しようとする取組について、取組項目ごとに、国庫補助金、自己負
担の金額を入力します。 
取組項目を選択してください。 
 以下の①又は②の方法で入力できます。 
① 「  」をクリックし、入力後右下の「    」をクリック。 
② 直接入力後、画面端の「  」をクリック。 
 
次の項目を入力する場合は、左端の「＋」ボタンをクリックし、行を
追加してください。 
 
※ 実施しようとする取組において、取組の一部を第三者に委託する場
合は、備考欄に委託先及び選定方法を入力してください。 

 
※ 「総事業費 計」、「国庫補助金 計」、「自己負担 計」は、自動計算
となっているため、入力できません。 
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 注記欄に、入力した取組の経費について、補足説明があれば入力します。 

 
 実施しようとする取組ごとに以下の資料を添付します。 
① 事業費の内訳の詳細が分かる資料（各取組の経費内訳の詳細が分か

る資料、総事業費の国庫補助金分と自己負担分の内訳が分かる資料
等） 

② 謝金、賃金、手当及び旅費が経費に含まれる場合は、その単価の根
拠資料（組織内の規約等） 

③ 取組の一部を第三者に委託している場合であって、委託先の選定が
終了している場合には、委託内容が分かる資料（契約書等）及び委
託先の選定根拠が分かる資料（見積書及び相見積書等） 

 
 
 

  



128 
 

 事業スケジュール 
取組項目ごとの事業スケジュールを添付します。 
※ 周年安定供給のための長期計画的な販売の取組や業務用向け等の販
売促進の取組等の複数の取組項目がある場合には、各取組項目ごと
のスケジュールを一葉に取りまとめて添付してください。 

 
 
 

 

 事業責任者及び事業担当者情報 
 事業責任者の役職及び氏名を入力します。 

 
 
 

 事業担当者の役職及び氏名を入力します。 
※ 複数の担当者で事務等を分担している場合には、担当する業務の内
容ごとに入力してください。 

 
 事業担当者の電話番号及びメールアドレスを入力します。 
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 その他ファイルの添付 
必要に応じて、以下の資料を添付します。 
① 事業実施者の定款（協議会等で定款がない場合は、設置要領や事業
報告書等） 

② 協議会等で他団体と共同で事業を実施する場合は、役割分担がわか
るイメージ図等 

③ 補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、交付決定前着手届
（交付要綱別記様式第６号） 

 
※ その他、審査に必要な場合は、別途資料の提出をお願いすることがあ
ります。 

 
 
 

 
 
申請入力は以上となります。 
必要項目の入力漏れがないことを確認し、画面右下の「    」ボタ
ンをクリックします。 
 
以下のような、確認が表示されますので、再度確認後、画面右下の
「    」ボタンをクリックします。 

 
 

 
申請が正常に行われると、以下のような表示が出ます。 
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6.1.6 ステータスの確認 
申請が正常に行われるとステータスが「農政局等審査受付待ち」と表示
されていることを確認します。 
※ 審査者が受け付けると、「農政局等審査中」と表示されます。 
 

 画面上部のメニューから「申請」をクリックし、「申請情報管理」をク
リックします。 
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 申請情報一覧の画面が表示されますので、検索条件の下に表示されてい
る一覧の「ステータス」欄で、申請の進捗状況を確認します。 
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米穀周年供給・需要拡大支援事業の主なステータス 
ステータス 説明 

申請待ち 申請内容を入力して保存した状態。 

このステータスの場合、まだ申請はされていません。 

申請を取り下げた状態。 

申請の受付前に、申請を取り下げると、このステータ

スになります。 

申請が差し戻された状態。 

申請内容に何らかの問題があったために、差し戻され

ると、このステータスになります。 

農政局等審査受付待ち 申請の受付を待っている状態。 

申請直後は、このステータスになります。  
農政局等審査中 申請の受付が行われた状態（審査中の状態）。 

修正確認待ち 農政局等において、申請内容が修正され、申請者に修

正内容の確認依頼が行われた状態。 

審査完了 申請が承認された状態。 

事業計画が認定されると、このステータスになりま

す。 

却下 申請が却下された状態。 

 
申請した後であっても、申請先で受付がまだ行われていない状態（ステ
ータスが「…受付待ち」）であれば、申請を取り下げることができます。 
申請を取り下げる場合は、「申請情報一覧」画面で、取り下げたい申請
の「 」ボタンをクリックし、「申請情報詳細」画面が表示されたら、
画面下部の「 」ボタンをクリックしてください。 
取下げ後に、申請内容を修正して再度申請することができます。 
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6.1.7 入力内容の一時保存 
入力した内容を共通申請サービスに一時保存します。 
入力を一時中断するときや、パソコンの不具合などによる入力内容の消
失を防ぐため、申請内容の入力途中でも一時保存してください。 
必須項目を全て入力しないと一時保存できませんので御注意ください。 

 
 入力した申請内容を一時保存する場合は、「申請情報詳細」画面下部の
「一時保存」ボタンをクリックします。 
正常に一時保存されると、画面の上部に「一時保存されました」とメッ
セージが表示されます。 

 
 

 入力を中断する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして、「申請情
報詳細」画面を閉じます。 
また、このまま申請内容の入力を継続することもできます。 
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6.1.8 一時保存からの再開 
 「申請情報一覧」画面から一時保存した申請の「 」ボタンをクリック
します。 

 
 
 「申請情報詳細」画面が表示され、一時保存したところより項目を入力
することができます。 
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6.1.9 申請情報の削除 
申請する必要がなくなった申請情報を削除する手順です。ステータスが
「申請待」の申請情報は、削除することができます。 

 
 「申請情報一覧」画面から削除したい申請情報の「 」ボタンをクリッ
クします。 

 
  



136 
 

 「申請情報詳細」の画面に申請内容が表示されますので、削除対象の申
請情報であることを確認した上で、画面下部の「削除」ボタンをクリッ
クし、確認メッセージが表示されたら、再度「削除」ボタンをクリック
します。 
 正常に削除されると、画面の上部に「削除されました」とメッセージが
表示されます。 
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6.1.10 申請後の流れ 
申請が終了すると、農政局等において申請内容の審査が行われます。 
申請が承認されると、通知画面に承認通知が届きます。 
また、登録されているメールアドレスにメールが届きます。 
 
件名例を以下に記載します。 
①承認されたケース︓｛制度名｝ ｛手続き名｝が承認されました。 
②差し戻しされたケース︓｛制度名｝ ｛手続き名｝が差し戻されました。 
③却下されたケース︓｛制度名｝ ｛手続き名｝が却下されました。 
 
※ システムでの承認は、米穀周年供給・需要拡大支援事業実施要領（平
成 27 年 4 月 9 日付け 26 生産第 3472 号 農林水産省生産局長通
知）第２の３の（１）の事業計画の承認とは異なります。同事業計画の
承認については、別途通知が送付されます。 
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6.1.11 修正通知が届いたら 
申請の提出後、農政局等から、申請内容の修正について、申請者に確認
を依頼する「修正通知」が届いた場合の対応手順です。 
修正通知は、電子メールで申請者の電子メールアドレスに届くほか、ポ
ータル画面の通知欄に表示されます。 

 
(1) 修正通知をポータル画面の通知欄で確認する 

 ポータル画面の通知欄に表示されている、修正通知の「 」ボタンをク
リックします。 
本事業の修正通知のタイトルは以下になります。 
「米穀周年供給・需要拡大支援事業 周年供給・需要拡大支援（公募申請）
修正通知」 

 
   

 修正通知の内容が表示されます。 
URL リンクをクリックすると、「申請情報詳細」画面が表示されます。 
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(2) 申請書の修正内容を確認する 
 修正通知の内容に記載のある URL をクリックすると、「申請情報詳細」
画面が表示されます。 
修正内容確認のため、「修正記録」タブをクリックします。 

 
 

 申請内容の修正履歴と、農政局等が入力した修正記録が表示されます。 
修正履歴と修正記録を確認後、「同意」もしくは「同意しない」をクリ
ックします。 
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(3) 修正内容に同意する場合 
 修正内容に同意する場合は、「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 表示された「同意確認」画面の「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 ボタンクリック後、「結果を送信しました」と表示されます。 
修正を同意した申請のステータスが「…審査中」の状態になります。 
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(4) 修正内容に同意しない場合 
 修正内容に同意しない場合、「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 ボタンクリック後、「同意しない理由」を入力する画面が表示されます。
同意しない理由を入力し、「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 ボタンクリック後、「結果を送信しました」と表示されます。 
修正を同意した申請のステータスが「…審査中」の状態になります。 

 
 

 農政局等では、「同意しない」理由の確認と、申請内容の審査が継続し
て行われます。 
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6.1.12 差戻し通知が届いたら 
申請の提出後、農政局等から、申請内容の見直しや修正などを申請者に
依頼する「差戻し通知」が届いた場合の対応手順です。 
差戻し通知は、電子メールで申請者の電子メールアドレスに届くほか、
ポータル画面の通知欄に表示されます。 

 
(1) 差戻し通知をポータル画面の通知欄で確認する 

 ポータル画面の通知欄に表示されている、差戻し通知の「 」ボタン
をクリックしします。 
本事業の差戻し通知のタイトルは以下になります。 
「米穀周年供給・需要拡大支援事業 周年供給・需要拡大支援（公募申請）
差戻通知」 

 
 

 通知結果が表示されます。 
URL リンクをクリックすると、「申請情報詳細」画面が表示されます。 
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(2) 差戻し理由を確認し、必要な修正の上、再度申請する 
 修正通知の内容に記載のある URL をクリックすると、「申請情報詳細」
画面が表示されます。 
 

 「申請情報詳細」画面が表示されます。 
「申請情報詳細」画面の一番下にある「差戻・却下事由」を確認し、申
請内容を修正します。 

 
 

 申請内容の修正後、「 」ボタンをクリックして再度申請します。 
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6.2 申請情報のCSVファイル出力 
共通申請サービスに登録されている申請情報を CSV ファイルで出力で
きます。 
出力した CSV ファイルを出力し、帳票印刷用 Excel ファイルにより印
刷することができます。 

 
1 画面上部のメニューより「申請」をクリックし、表示された一覧から「申

請情報管理」をクリックします。 
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2 申請情報一覧の画面が表示されます。 

 
 

3 申請情報一覧で出力したい申請情報にチェックを入れ、「 」ボ
タンをクリックすると、申請情報の CSVファイル出力が開始されます。 
※ 複数の申請情報をチェックしないでください。 
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4 画面の一番下にメッセージが表示され、申請情報の CSV ファイルをダ
ウンロードすることができます。  

 
 

※ ブラウザのポップアップブロックの機能でファイルをダウンロード
できない場合は、ブロックを解除してください。  
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5 ダウンロードされるCSVファイルは以下のとおりです。 
 

番号 ファイル名 
出力される申請

情報 

1 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_親.csv 
番号 2～5 以外の
全て 

2 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 1.csv 集荷数量等 

3 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 2.csv 取組内容 

4 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 3.csv 積立金内訳 

5 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 4.csv 経費内訳 

 
※ ファイル名は、以下の規則で命名されているため、ダウンロードした
申請情報の年度等により異なります。 

 
    

 
    

  

①申請年度 ②制度名 ③手続名 ④ファイルの種類名 

2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_親.csv 
    _          ― ―――――――   _                        ―      ―_  .csv 

①         ②                 ③        ④ 
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6.3 CSVファイルの帳票変換 
米穀周年供給・需要拡大支援事業では、共通申請サービスによる申請が
行われた際の帳票出力については、電子申請システムから出力すること
を予定していますが、システム全体の調整等に時間を要していることか
ら、当面の対応としてシステムから CSV ファイルを出力し、帳票印刷
用 Excel ファイルにより印刷してください。 
 
 

 共通申請サービスから１申請ごとにデータを出力します。 
CSV ファイルの出力方法については、「6.2 申請情報の CSV ファイル
出力」を御参照ください。 
※ 複数の申請を同時に出力した場合、同一ファイル内に複数の申請デ
ータが出力されますので、必ず１申請ごとに出力してください。 
 

 １の出力により、パソコンのダウンロードフォルダに以下の５つのファ
イルが保存されます。 
 

番号 ファイル名 
出力される申請

情報 

1 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_親.csv 
番号 2～5 以外の
全て 

2 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 1.csv 集荷数量等 

3 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 2.csv 取組内容 

4 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 3.csv 積立金内訳 

5 2020_米穀周年供給・需要拡大支援事業_周年供給・需要拡大支援（公募申請）_子 4.csv 経費内訳 

 
※ ２回目以降の出力から、ファイル名が「2020_米穀…_親(1)」や
「2020_米穀…_子 1(1)」など、同一ファイル名を避けるために変更
されてしまう場合がありますので、ファイル名を上記の例のように
修正してください。 
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 申請ごとにフォルダを作成し、ダウンロードフォルダの５つのファイル
を移動させるとともに、「事業計画出力用」ファイルを同フォルダに保
存します。 
 
※ 「事業計画出力用」ファイルとシステムから出力された５つのファイ
ルは、必ず同一フォルダ内に保存してください。 

※ 「事業計画出力用」ファイルは、本事業専用の Excel ファイルです。
未取得の申請者におかれましては、提出先の農政局等にお問い合わ
せください。 

 システムから出力された５つのファイル（・・・親.csv～・・・子 4.csv）
を開き、その後、「事業計画出力用」ファイルを開きます。 
 

 「事業計画出力用」ファイルが開かれた時点で、必要な項目は適宜、事
業計画書の出力用フォーマットに入力されますので、シート「P１」の
マクロボタン「一括印刷」若しくは、それぞれのシートごとの「個票印
刷」を押下し、印刷します。 
 
※ 各入力項目は十分に確保していますが、念のため印刷前に各項目の
記載状況を印刷プレビューで確認頂き、すべて標記されていない場
合には、適宜、行の高さを変えてください。 
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6.4 申請内容に関するお問い合わせ 
「申請情報詳細」画面で、申請の提出先（農政局等）に、申請内容に関
するお問い合わせをすることができます。 
この機能は、申請の提出先に、申請内容に関するお問い合わせをする機
能のため、事前に、申請の提出先が入力されている申請情報を保存して
おく必要があります。 

 
(1) お問い合わせ内容の入力・送信 

 「申請情報一覧」画面に表示されている申請情報の中から、お問い合わ
せをする申請情報の右端の「 」ボタンをクリックします。 

  
 「申請情報詳細」画面が表示されたら、「お問い合わせ」タブをクリック
します。 

 

この欄に、提出先が表示されて
いる必要があります。 
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 お問い合わせの内容が表示されます。 
新規のお問い合わせをする場合、「お問い合わせ作成」ボタンをクリッ
クします。 

 
 

 「お問い合わせ」入力画面が表示されますので、「タイトル」と「お問い
合わせ内容」を入力します。 
「日付、時刻、お問い合わせ番号、お問い合わせ元、お問い合わせ先、
お問い合わせステータス」はお問い合わせ作成時に自動的に入力されま
す（入力することはできません）。 
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 「タイトル」（必須）、「お問い合わせ内容」（必須）を入力します。 
また、任意でファイルを添付することができます。 
 
※ 必須項目である「都道府県」、「タイトル」、「お問い合わせ内容」のい
ずれかが入力されていない状態で「 」ボタンをクリックす
ると、「（タイトル／お問い合わせ内容）は必須入力項目です。必ず入
力してください。」とメッセージが表示されます。 
その場合は、指定された箇所に入力後、再度「 」ボタンを
クリックします。 
 

※ お問い合わせしない場合は「 」ボタンをクリックします。 
 
 

 「お問い合わせ」ボタンをクリックすると、お問い合わせ内容確認画面
が表示されます。 
お問い合わせ先、及びお問い合わせ内容に誤りがないことを確認し、送
信ボタンをクリックします。 

 
※ 記載内容を修正したい場合は「 」ボタンをクリックします。 
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 お問い合わせが正常に送信されると、「お問い合わせを送信しました。」
と表示されます。 
「検索結果」に送信したお問い合わせのステータスが「対応中」として
表示されます 
 

 
 
※ お問い合わせのステータスは以下のとおりです。 

ステータス 内容 

対応中 お問い合わせ先が対応中の状態です。 

回答済 お問い合わせ先から回答が返信された状態です。 

ポータル画面の通知に「申請照会回答通知」が届き、お問い

合わせの回答内容欄には回答が記載されています。 

完了 「 」ボタンをクリックした状態です。 

該当のお問い合わせは完了となります。 
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(2) 回答を確認する 
 審査組織から回答が返信されると、ポータル画面の通知に「申請照会回
答通知」が届きます。 
通知内容を確認する場合は「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 通知結果が表示されます。 
URL リンクをクリックすると、「申請情報詳細」画面が表示されます。 

 
 

 申請照会回答通知の内容に記載のあるURL をクリックすると、「申請情
報詳細」画面が表示されます。 
回答内容確認のため、「お問い合わせ」タブをクリックします。 
※ 申請情報詳細画面では、未完了のお問い合わせがある場合には、 
「 」アイコンを表示します。 
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 お問い合わせ一覧より、確認するお問い合わせの「 」ボタンをクリッ
クします。 

 
 

 「お問い合わせ」画面が表示されます。 
「お問い合わせ」画面下部の「回答」欄に、回答が表示されます。 
記載された回答内容で問い合わせが解決できた場合、「 」ボタン
をクリックします。 
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 「お問い合わせを解決しました。」とメッセージが表示されます。 
「検索結果」のお問い合わせのステータスが「完了」と表示されます。 

 
 

 追加でお問い合わせをする場合は、「    」ボタンをクリックしま
す。再問合せの画面が表示されるので、お問い合わせ内容を 
入力し、「 」ボタンをクリックします。 
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 画面上部に「再問合せを送信しました」とメッセージが表示されます。 

 
画面を閉じる場合は「 」ボタンをクリックします。 
 

 「検索結果」に送信したお問い合わせがステータス「対応中」として表
示されます。 

 
 
※ 「再問合せ」後の確認方法は、お問い合わせの確認方法と同じです。 
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6.5 グループ申請 
グループ申請の機能を利用することで、複数の経営体を束ねたグループ
を作成し、グループによる申請を行うことができます。 
代表経営体が中心となって、他の経営体に対するグループへの招待、グ
ループの管理、グループによる申請を行います。 
なお、他の経営体をグループに招待する際は、代表経営体と参加経営体
の間で、事前に合意確認を行ってください。 
 

 
共通申請サービス上でグループ申請を行うための処理 
第三者が無断でグループ申請を行うことなどがないように、代表経営体
及び参加経営体が、共通申請サービス上で、グループへの招待・参加の
処理を行います。 

 
 

 

  



159 
 

グループを作成するための準備 
グループを作成するためには、参加する経営体すべてにおいて、グルー
プ申請の機能を有効化する必要があります。機能の有効化は、「経営体
プロフィール」画面で行います。 
 
グループ申請の機能を有効化する場合は、「経営体プロフィール」画面
にて「プロフィール設定」の「・グループ申請の参加依頼を許可する。」
のチェックを下図のように「ON」に変更してください。 

 
設定の変更後、「経営体プロフィール」画面の「    」ボタンをクリ
ックし、設定を保存してください。 
 
グループ申請の機能を有効化した場合、共通申請サービス上で法人名/
屋号、代表者名、市町村名が公開されます。 

  

（参考） 
OFF 
 
ON 
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6.5.1 グループの新規作成・経営体の招待 
グループを新規作成し、他の経営体をグループに招待する手順です。招
待を受けた経営体がグループに参加することできます。 
※ グループの新規作成は、eMAFF プライムの経営体のみ可能です。 

 
(1) グループの作成 
1 画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「グ

ループ管理」をクリックします。 
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2 「グループ一覧」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

検索機能 

一覧に表示する「グループ」の絞
り込みを行うことができます。 

自身が参加しているグルー
プの一覧 

グループの一覧を表示しています。見出し
をクリックすると表示順を並べ替えること
ができます。 

表示されているグループの右端の「 」ボ
タンを押すと、そのグループに関する操作
を行うことができます。 

ボタン 

表示している画面のページを移動するボタン
です。 

表示件数 

「グループ」の総件数と画面に表示している
「グループ」の件数（通し番号）です。 

１ページあたりの表示
件数 

１ページに表示するの件数を変更
できます。 

新規作成 

グループを新規作成する
ことができます。 
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3 「グループ一覧」画面の右上の「     」ボタンをクリックします。 

 
 

4 「グループ詳細」画面が表示されます。 

 
 

5 「グループ名」を設定します。 
複数のグループが作成される可能性があるため、一意でわかりやすい名
称を設定してください。 
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6 「グループ種別」を設定します。 
入力欄をクリックし、表示された一覧から該当するものをクリックして
ください。 
※本事業については、「継続型」を選択してください。 

 
 
グループ種別の詳細については下表を確認してください。 
グループ種別 説明 

継続型 継続型によるグループ申請の受付けを許可している手続で使用でき

ます。 

複数の手続で繰り返しグループ申請を行うことができますが、１件

でも申請中の手続が存在する場合は、グループに関する機能（経営

体の招待、グループからの脱退等）を使用することができません。 

全ての申請中の手続が完了した後、使用可能となります。 

単回型 単回型によるグループ申請の受付けを許可している手続で使用でき

ます。 

単回型でのグループ申請は一度しか使用することできず、グループ

申請を行った後は、グループに関する機能（経営体の招待、グルー

プからの脱退等）は使用不可となります。 
  
 

7 「グループ概要」を設定します。 
グループの概要・目的等を記載してください。 
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8 「     」をクリックします。 

 
 

9 「グループ詳細」画面が表示された後、画面上部に「保存されました」
のメッセージが表示されます。 

 
 

※ グループを作成した経営体の権限は「代表」となります。 
 

10 この時点で、グループが作成された状態となります。 
「         」ボタンをクリックして「グループ一覧」画面に戻ると、作
成したグループが表示されます。 
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(2) グループへの招待 
代表経営体の申請者が、グループに他の経営体を招待する手順です。 
 

 
1 「グループ一覧」画面より、招待したいグループの「    」ボタンをク

リックします。 

 
 

2 「グループ詳細」画面が表示された後、「          」をクリックします。 
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3 「経営体情報検索」画面が表示されますので、検索条件欄に招待したい
経営体の情報である「法人名/屋号」や「代表者氏名」を入力し、「      」
ボタンをクリックして、経営体情報を検索します。 

 
 
※ 招待したい申請者が「グループ申請の機能」を有効にしていない場合
は、表示されません。その場合は、別途、申請者に同機能を有効にす
るように連絡してください。 
 

4 招待したい経営体が一覧に表示されたら、左端の「○」をクリックして
選択（  ）した後に、「   」ボタンをクリックします。 

 
 

5 「経営体情報検索」画面で選択した経営体の経営体 IDが、「グループ詳
細画面」の経営体 IDに設定されます。その後、「       」をクリック
します。 
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6 「グループ詳細」画面上部に「招待しました」のメッセージが表示され、
招待した経営体が経営体一覧に表示されます。 
招待した経営体のステータスは「参加待ち」状態となります。 

 
 
※ この時点では、招待した経営体に参加依頼をしている状態であるた
め、グループへの参加は完了していません。招待した経営体の申請者
には、電子メールおよびポータル画面の通知欄に、グループ参加依頼
が届きます。 
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(3) 招待を受けた経営体がグループに参加 
グループへの招待を受けた経営体は、電子メールやポータル画面の通知
欄でグループ招待通知が届いていることを確認し、グループに参加、ま
たは、不参加を行います。 
 

1 ポータル画面の通知欄に表示されているグループ招待通知の「  」ボ
タンをクリックします。 

 
 

2 下記確認メッセージが表示されます。事前にグループ申請の合意確認を
行った申請者からの依頼であることを確認し、「参加」ボタンをクリッ
クします。内容に心当たりがない場合は、「不承諾」をクリックします。
保留にしたい場合は、「閉じる」をクリックします。 

 
 
※ 「参加」、「不参加」の操作を行うと、グループに参加している「代表」
又は「副代表」権限を有するすべての経営体に対して、電子メールア
ドレスおよびポータル画面の通知欄に、参加または不参加に関する
結果通知が届きます。 
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3 「参加」を選択した場合は「グループ一覧」画面に、参加したグループ
が表示されていることを確認します。グループの詳細を確認するため、
「    」ボタンをクリックします。 

 
 

※ 「不参加」を選択した場合は、グループが表示されません。 

 
4 「グループ詳細」画面の経営体一覧に、自身の経営体が追加されている

ことを確認します。 

 
 
※ グループに参加した時点の権限は「一般」となります。 
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(4) グループ招待通知の結果確認 
グループへの招待を行った経営体は、電子メールやポータル画面の通知
欄で、招待した経営体がグループに参加したか否かを確認することがで
きます。 

 
1 ポータル画面の通知欄に表示されている、グループ招待結果通知の
「  」ボタンをクリックします 

 
 

2 招待された経営体の申請者がグループ招待通知を「参加」した場合は、
承諾された旨が表示されます。 

 
 
※ 「不承諾」した場合には、不承諾された旨が表示されます。 
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6.5.2 グループによる申請 
代表経営体及び参加経営体がグループによる申請を行う手順です。 
※ eMAFF エントリーの経営体は、申請の提出はできませんが、一時保
存までの処理を行えます。 

 
(1) グループによる申請 
1 申請書の編集画面にて、「           」ボタンをクリックします。 

 
 

2 「経営体情報選択」画面が表示されます。 
使用可能なグループのグループ名が表示されますので、左端の「○」をクリ
ックして「選択」ボタンをクリックしてください。 

 
 
本事業への申請において、グループ名が表示されない場合は、自身が
参加するグループの「グループ種別」が「継続型」となっているかを
確認してください。 
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3 「申請書の編集」画面にグループ情報欄が追加表示され、選択したグル
ープに関する情報が記載されます。グループの詳細を確認する場合は、
「        」をクリックします。 

 
 
※ グループ情報欄（上記赤枠）は、「別名義で申請」からグループを選
択した場合のみ表示されます。 
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4 「グループ詳細」画面が表示され、グループに関する最新の情報を閲覧
することができます。 
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6.5.3 グループ参加経営体の権限変更 
「代表」、「副代表」の権限を持つ経営体は、参加経営体の権限を変更す
ることができます。 

 
権限の詳細については下表を確認してください。 
権限 説明 

代表 ・グループを作成した経営体に付与されます。・グループ申請の一時

保存、提出、修正確認依頼の同意等は全て使用可能です。 

・グループ管理に関する機能は全て使用可能です。 

・代表の権限を持つ経営体の権限変更は、「代表就任を要請」で行って

ください。（6.5.4 参照） 

副代表 ・「代表」、「副代表」の権限を持つ経営体が、参加経営体に 

付与することができます。 

・グループ申請の一時保存、提出、修正確認依頼の同意等は全て使用

できます。 

・グループ管理について、「代表就任を要請」以外のグループに関する

機能が使用できます。 

※副代表の人数制限はありません。 

一般 ・グループ申請の提出のみ使用できません。 

・グループ管理に関する機能は、参照のみであり、自身の脱退機能の

み使用できます。 
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(1) 参加経営体の権限変更 
1 「代表」又は「副代表」の経営体が、参加経営体の権限を「副代表」に

変更する場合は、「グループ詳細」画面の経営体一覧より、権限変更し
たい経営体の「    」ボタンをクリックし、「副代表に権限変更」ボタ
ンをクリックします。 

 
 

 

2 画面上部に「権限を変更しました」のメッセージが表示されます。また、
対象の経営体の権限が「副代表」に更新されます。 

 
 
※ 「一般に権限変更」ボタンをクリックした場合は、権限が「一般」に
変更されます。 
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6.5.4 グループの代表権限譲渡 
代表経営体は、代表権限を参加経営体に譲渡することができます。 

 
(1) 代表経営体が参加経営体に代表就任を要請 
1 「グループ詳細」画面の経営体一覧より、権限変更したい経営体の「    」

ボタンをクリックし、「代表就任を要請」ボタンをクリックします。 

 
 
 

2 下記確認メッセージが表示されますので、内容を確認の上、「代表就任
を要請」ボタンをクリックします。 

 
※ 「代表就任を要請」の操作を行うと、対象となる経営体の申請者に、
電子メールアドレスおよびポータル画面の通知欄に、代表就任の要
請に関する通知が届きます。 
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3 画面上部に「代表就任を要請しました」のメッセージが表示され、ステ
ータスが「参加（代表就任を要請︓承諾待ち）」となります。 

 
 

(2) 代表就任要請の承諾 
グループ代表経営体から代表就任の要請を受けた経営体は、電子メール
やポータル画面の通知欄で権限変更依頼通知が届いていることを確認
し、承諾または不承諾を行います。 

 
1 ポータル画面の通知欄に表示されているグループ招待通知の「  」ボ

タンをクリックします 
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2 代表就任の要請を受ける場合は「承諾」ボタンをクリックします。受け
ない場合は「不承諾」をクリックします。保留にしたい場合は、「閉じ
る」をクリックします 

 
※ 「承諾」、「不承諾」の操作を行うと、代表経営体の電子メールアドレ
スおよびポータル画面の通知欄に、承諾または不承諾に関する結果
通知が届きます。 

 
3 承諾した場合、「グループ一覧」画面の「代表者の法人名/屋号」、「代表

者氏名」が更新されます。 

 
 
また、「グループ詳細」画面のステータスも「代表」に更新されます。
代表権限の譲渡に伴い、旧代表者のステータスは、「副代表」に変更さ
れます。 
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6.5.5 グループからの脱退 
参加経営体は自らの意思でグループから脱退することができます。また、
代表経営体が参加経営体をグループから外すことができます。 

 
(1) 参加経営体が自らグループを脱退 
1 「グループ一覧」画面より、脱退したいグループの「    」ボタンをク

リックし、「脱退する」をクリックします。 

 
 

2 下記確認メッセージが表示されますので、内容を確認した後、「脱退す
る」をクリックします。 

 
 
※ 「脱退する」の操作を行うと、グループに参加する「代表」又は「副
代表」権限を有するすべての経営体に対して、電子メールアドレスお
よびポータル画面の通知欄に、脱退したことに関する結果通知が届
きます。 
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3 画面上部に「脱退しました」のメッセージが表示され、グループ一覧か
ら対象のグループが削除されます。 

 
 

(2) 代表経営体が参加経営体をグループから外す 
1 「グループ詳細」画面の経営体一覧より、グループから外したい経営体

の「    」ボタンをクリックし、「グループから外す」ボタンをクリッ
クします。 
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2 下記確認メッセージが表示されますので、内容を確認した後、「グルー
プから外す」をクリックします。 

 
 
※ 「脱退する」の操作を行うと、グループに参加する「代表」又は「副
代表」権限を有するすべての経営体に対して、電子メールアドレスお
よびポータル画面の通知欄に、脱退したことに関する結果通知が届
きます。 
 

3 画面上部に「脱退しました」のメッセージが表示され、経営体一覧から
対象の経営体が削除されます。 
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6.5.6 グループの削除（解散） 
代表経営体がグループを解散する手順です。 
※ グループに他の経営体が参加している状況では、グループを削除で
きませんので、代表経営体を除くすべての経営体が脱退処理を行っ
てから削除してください。 
ただし、グループによる申請を一度でも行っている場合には、その
グループを削除することはできません。 

 
(1) 代表経営体がグループを解散 
1 削除したいグループの「グループ詳細」画面より、「グループ削除」ボ

タンをクリックします。 

 
 

2 下記確認メッセージが表示されますので、「グループ削除」をクリック
します。 
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3 画面上部に「削除しました」のメッセージが表示され、「グループ一覧」
画面から対象のグループが削除されます。 
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6.6 代理申請 
申請者は、代理申請の機能を利用して、共通申請サービスでの申請内容
の入力・申請を、行政書士等の申請代行者に委託することができます。 
申請代行者は、自ら取得したアカウント（gBizID プライム）で共通申
請サービスにログインし、申請者に代わって、申請内容の入力や申請、
審査結果に関する対応を行います。 
なお、代理申請を委託するための契約等につきましては、別途、申請者
と申請代行者との間で行ってください。 

 
 共通申請サービス上で代理申請を行うための処理 

第三者が無断で代理申請を行うことなどがないように、申請者および申
請代行者は、共通申請サービス上で、代理申請の委託および受託の処理
を行います。この処理の流れは、以下の２つの方法で行えます。 
①申請者から申請代行者に依頼する方法（委任型） 
②申請代行者から申請者に代理申請を提案する方法（受任型） 

 
 
※ 上記どちらの方法でも、共通申請サービス上で双方が合意した場合
に限って代理申請ができます。 
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6.6.1 代理申請の委任・受任 
申請者が、申請代行者に代理申請を依頼し、申請代行者が代理申請を引
き受ける手順です。 

 
(1) 申請者による代理申請の委任 

 画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代
理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 
 

 「代理申請一覧」画面が表示されます。 
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 「代理申請一覧」画面の「     」をクリックすると「経営体情報検
索」画面が表示されますので、「経営体情報検索」画面の検索条件に、
申請代行者の「法人名/屋号」や「代表者氏名」を入力し、「   」ボ
タンをクリックして、申請代行者の経営体情報を検索します。 

  
※ 申請代行者が「申請代行者の機能」を有効にしていない場合は、表示
されません。その場合は、別途、申請代行者に同機能を有効にするよ
うに連絡してください。 

 
 代理申請を依頼する申請代行者が一覧に表示されたら、左端の「○」を
クリックして選択（  ）した後に、「   」ボタンをクリックします。 

 
 

 「経営体情報検索」画面で選択した申請代行者の経営体 IDが、代理申請
一覧画面の「経営体 ID」に設定されます。 
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 「制度」の入力欄をクリックし、申請代行者に代理申請を依頼する制度
をクリックします。 

 
 

 申請者が過去に申請した内容について、申請代行者による閲覧を認める
場合、「過去申請内容閲覧」を可にします。 

 
 

 申請者の経営体プロフィールの内容について、申請代行者による閲覧を
認める場合、「経営体プロフィール閲覧」を可にします。 

 
 

 「      」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されま
す。 

 
 

 確認メッセージに表示されている申請代行者（代理経営体）の法人名/
屋号、代表者氏名、所在地（都道府県、市区町村）を確認し、再度、
「      」ボタンをクリックします。 
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 代理経営体一覧に、代理申請の委任を依頼した申請代行者の情報が表示
されます。 

 
 

※ この時点では、申請者から申請代行者に依頼をしている状態であり、
代理申請の委任は完了していません。申請代行者には、電子メールお
よびポータル画面の通知欄に、代理申請依頼が届きます。 

 
※ 申請代行者が、申請者からの代理申請の依頼について、承諾または不
承諾をすると、申請者に、代理申請結果通知が届きます。 
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(2) 申請代行者による代理申請の受任 
申請代行者は、電子メールやポータル画面の通知欄で、申請者か

らの代理申請依頼通知が届いていることを確認し、代理申請を受任
します。 

 

 ポータル画面の通知欄に表示されている代理申請依頼通知の「  」ボ
タンをクリックします。 

 
 

 事前に代理申請の契約等を交わした申請者からの依頼であることを確
認し、「承諾」ボタンをクリックします。契約等を行った覚えのない依
頼の場合は、「不承諾」をクリックします。 

  
※ 「承諾」、「不承諾」の操作を行うと、申請者の電子メールアドレスお
よびポータル画面の通知欄に、承諾または不承諾に関する結果通知
が届きます。  
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 画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代
理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

 「代理申請一覧」画面が表示されます。代理申請の依頼者の経営体情報
が表示されます。 

 
 
 

 代理申請の受任を承諾した場合、依頼者のステータスが「承諾」になっ
ていることを確認します。 
※ 不承諾した場合、ステータスが「不承諾」になります。 
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 承諾した場合、申請代行者は、代理申請の依頼者に代わって申請内容を
入力し、申請することができるようになります。 
申請代行者は、申請内容を入力する「申請情報詳細」画面において、「別
名義で申請」ボタンを押下して、表示された依頼者の一覧から該当の依
頼者を選択し、その依頼者に代わって申請情報の入力と申請を行います。 

 
 

 
※ 申請提出後に、各審査組織から届く、修正確認、差戻し、承諾、却下
等の通知については、依頼者と申請代行者の双方に、電子メールおよ
びポータル画面の通知欄で通知されます。 
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 依頼者が「過去申請内容閲覧」を可にしていた場合、申請代行者は、依
頼者が過去に申請した内容を、「申請情報一覧」画面から閲覧できるよ
うになります。 

 
 

 依頼者が「経営体プロフィール閲覧」を可にしていた場合、申請代行者
は、依頼者の経営体の内容を、「経営体情報一覧」画面から閲覧できる
ようになります。 
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(3) 申請者による代理申請結果通知の確認 
申請者は、電子メールやポータル画面の通知欄で、申請代行者が代理申
請の依頼を承諾したか否かを通知する代理申請結果通知が届いている
ことを確認することができます。 

 
 ポータル画面の通知欄に表示されている、代理申請結果通知の「  」
ボタンをクリックします。 

 
 

 申請代行者が代理申請の依頼を「承諾」した場合は、承諾された旨が表
示されます。 

 
※ 「不承諾」した場合には、不承諾された旨が表示されます。 
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 画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代
理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

 「代理申請一覧」画面が表示されます。代理経営体一覧に申請代行者の
情報が表示されます。 

 
 

 代理経営体一覧の「ステータス」で、申請代行者が代理申請の依頼を「承
諾」または「不承諾」したことを確認します。 
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6.6.2 代理申請の解除 
申請者は、申請代行者への代理申請を解除することができます。申請者
が代理関係を解除した場合、申請代行者に対して電子メールで通知され
ます。 
なお、申請代行者から代理申請を解除することはできません。 

 
(1) 申請者による代理申請の解除 

 ポータル画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧
から「代理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

 「代理申請一覧」画面が表示されます。代理申請を依頼した申請代行者
の情報が表示されます。 
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 代理申請を解除したい申請代行者の「   」ボタンをクリックし、表示
されたメニューから「解除」をクリックします。 

 
 

 画面上部に登録解除のメッセージが表示され、代理経営体一覧の「解除
日」に解除を行った日が設定されます。 
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(2) 申請代行者による代理申請解除の確認 
申請代行者は、電子メールで、申請者からの代理申請解除に関する通知
を確認できるほか、共通申請サービスの「代理申請者一覧」画面でも、
代理申請が解除されたことを確認することができます。 

 

 ポータル画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧
から「代理申請一覧」をクリックします。 

 
 
 

 「代理申請一覧」画面を表示すると、代理経営体一覧の「解除日」に解
除が行われた日が設定されています。 
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補足資料 
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7.1 共通操作 
共通申請サービスで共通する各種操作方法を記載します。 
 
 

7.1.1 一覧の文字表示方法の変更（ラップ／クリップ） 
7.1.2「１ページあたりの表示件数」の変更 
7.1.3 表示順番を並び替える 
7.1.4 サーチ機能 
7.1.5 検索条件による絞り込み表示 
7.1.6 リスト検索 
7.1.7 文書・画像ファイルのアップロード／ダウンロード機能 
7.1.8 カレンダー入力機能 
7.1.9 入力欄の追加／削除 
7.1.10 ページ送り 
7.1.11 出力帳票のダウンロード 

 
 
 

7.1.1 一覧の文字表示方法の変更（ラップ
／クリップ） 

(1) 概要 
一覧の文字表示方法を以下 2通りより選択することができます。 
テキストをラップ 折り返してすべての文字を表示 

テキストをクリップ 幅に合わせて文字を表示 

（幅に収まらない文字を切捨て表示） 
※ 初期設定は「テキストをクリップ」です。 
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(2) 操作方法 
 一覧の各項目名の右側「 」ボタンをクリックし、表示される一覧か
ら表示方法をクリックします。 

 

 

 「テキストをラップ」を選択すると、対象項目の列内の幅に収まるよう
に文字を折り返して表示します。 
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 「テキストをクリップ」を選択すると、対象項目の列内の幅に収まらな
い文字を切捨てして表示します。 
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※ 「検索結果」各項目の境目線をクリックしたままドラッグすることで、
項目列の幅を調整できます。 

 
 
 

 
 
 

 

  

項目の境界線をクリックします 

項目の境界線をクリックしたまま
広げたい位置まで移動（＝ドラッ
グ）します 

項目列の幅を変更することができます 
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7.1.2 「１ページあたりの表示件数」の変
更 

(1) 概要 
１ページ（画面）に一度に表示する件数を変更することができます。 
初期設定は「5件」です。 

 
 

 
 
 
 

(2) 操作方法 
 1 ページ当たりの表示件数を変更したい場合は、「1 ページあたりの表
示件数」の「 」をクリックし、表示された一覧から希望する表示件
数をクリックします。 

「1ページあたりの表示件数」で
設定した件数が表示されます 

一度に表示する件数を設定します。 
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2 選択後、表示件数が更新されます。 

 

  

例）「1ページあたりの表示件数」に「10」
を設定した場合、一度に 10 件の情報が
表示されます。 
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7.1.3 表示順番を並び替える 
(1) 概要 

タイトル行をクリックすることで情報の並び替えをすることができま
す。 
↑ 昇順 

↓ 降順 
 

(2) 操作方法 
 クリック時の矢印が上の状態で、「昇順」に並びます。 

 
 

 クリック時の矢印が下の状態で、「降順」に並びます。 

 
 
※ 表示順番はクリックするたびに変わります。（昇順⇔降順） 
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7.1.4 サーチ機能 
(1) 概要 

「 」ボタンをクリックして表示される一覧から該当する項目を選択で
きるほか、選択したい項目名の一部を入力することで、表示される項目
を絞り込んで表示することができます。 

 

(2) 操作方法 
 検索 
入力項目の右側にある「 」ボタンをクリックし、表示された一覧 
から、該当項目をクリックします。 

 
 

 選択した内容が入力され、右側のボタンが「 」から「 」に変更さ
れていることを確認します。 
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 検索結果クリア（再検索） 
一度選択した内容を変更したい場合は「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 
 
 

 検索補助機能 
入力項目に選択したい項目名の一部、もしくは全部を入力して一覧に 
表示する項目を絞り込むことができます。 
※ 「入力した文字が含まれるもの」を一覧に表示します。 
※ 一覧に表示される内容が大量で該当項目を探すのが困難な場合など、
選択項目を探しやすくなります。 

 

  

「 」ボタンをクリックすると、「 」
ボタンに変わり、選択しなおすことが
できます。 

例）「山」と入力すると、「山」が含まれるもの
を絞り込んで表示します 
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7.1.5 検索条件による絞り込み表示 
 概要 
一覧画面ごとに、個別の検索条件を指定して絞り込み表示することがで
きます。 
 
 
 
 
 
 

 

  

検索条件 
画面下部に表示される「検索結果」を絞り込むため
の検索条件です。 
画面表示時点では条件を設定していない状態です。 

検索結果 
画面上部の「検索条件」で絞り込んだ「検索結果」を表示します。 
画面表示時点では条件を設定していない状態であるため、参照で
きるすべての内容が一覧で表示されています。 
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(2) 操作方法 
 検索したいキーワードや項目値を指定して、「 」ボタンを 
クリックします。 

 
 

 「検索条件」に該当する検索結果が表示されます。 
 
 

 
※ 検索結果には、指定した値を含み、かつ指定したすべての条件に該当
するデータが表示されます。（部分一致＋AND条件検索） 

※ 一覧に表示できる最大件数は 2,000 件です。2,000 件を超えた場合
は、検索条件による絞り込みを行ってください。 

例）「制度」、「手続」、「申請年度」、「申請ステー
タス」を順番に選択 
※「申請ステータス」は、「制度」、「手続」、「申
請年度」が選択済みの状態で選択可能となる 

「申請ステータス」で「申請待ち」の文言がある申請のみが表示 
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7.1.6 リスト検索 
(1) 概要 

一覧画面上にあるすべての項目に対し、指定した値を含むすべてのデー
タを検索し、表示します。 

 

(2) 操作方法 
 「このリストを検索」に一覧に表示させたい内容の一部もしくは全部の
文言を入力します。 

 
 

 入力した内容の一部もしくは全部に該当する内容が表示されます。 

 

例）「申請待」が含まれる内容を表示 

例）「申請待」と入力 
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7.1.7 文書・画像ファイルのアップロード
／ダウンロード機能 

(1) 概要 
PDF などの文書ファイルやデジタルカメラ、スマートフォンで撮影し
た写真、スキャナでスキャンした画像ファイルなどをアップロード、ダ
ウンロードします。 

 

(2) アップロードの操作方法 

 「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 ファイルを選択する画面が開きます。 
アップロードするファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。 
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 ファイルアップロードが開始します。 

  
 

 「XファイルのうちXファイルがアップロードされました」と表示され
たら完了です。 

  
※ 「 」ボタンまたは「 」ボタンをクリックしてアップロード画面
を閉じてください。 

 
※ 「またはファイルをドロップ」にファイルをドラッグ&ドロップする
ことで、アップロードすることもできます。 

 
 
※ アップロードしたファイルを削除する場合は、ファイル名の右横の
「削除」をクリックしてください。 
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(3) ダウンロードの操作方法 
 ダウンロードするファイルのリンクをクリックします。 

 
 

 画面の左下にダウンロードバーが表示され、ファイルをダウンロードす
ることができます。  

 
 
※ ブラウザのポップアップブロックの機能でファイルをダウンロード
できない場合は、ブロックを解除してください。 
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7.1.8 カレンダー入力機能 
(1) 概要 

申請日等の日付項目は「 」ボタンを使用して日付を入力することが
できます。 
 

(2) 操作方法 
 日付項目の右側にある「 」ボタンをクリックします。 

 
 

 表示されたカレンダーから、該当の日付をクリックします。 
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 指定したい年月が異なる場合は、カレンダー上部の「 」ボタン、
または「 」ボタンをクリックし、表示年月を変更します。 

 
 

 入力項目をクリックして、直接日付を手入力することもできます。 

 

  例）2021 年 01月 01日の場合 
2021/01/01もしくは2021/1/1と入力 
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7.1.9 入力欄の追加／削除 
(1) 概要 

複数の情報を入力できる項目には、入力欄の左に「 」ボタン
が表示されています。 
「 」ボタンで明細情報を追加／削除します。 

 
(2) 操作方法 

 明細情報を入力する場合、画面左または右にある「 」ボタンをクリ
ックします。 

 
 

 必須項目を入力して「 」ボタンをクリックする。 
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 明細情報を追加する場合、画面左の「 」ボタンをクリックします。 

 
※ 追加された明細情報は「2、3、4･･･」と数字が大きくなっていきま
す。 

 
 必須項目を入力して「 」ボタンをクリックする。 

 
 

 明細情報が追加される。 

 
 



218 
 

 追加した明細情報を削除する場合は、画面左の「 」ボタンをクリッ
クします。 

 
 

 確認画面が表示されるので、問題がなければ「 」ボタンをクリッ
クする。 

 
 

 
※ この例では、連番「2」の入力欄を削除していますが、連番「1」の
入力欄を削除することもできます。 
1 つしか入力欄がない場合は、削除することはできません。 
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7.1.10 ページ送り 
(1) 概要 

「 」ボタンをクリックすることで、リスト表
示画面の前ページ、次ページへ移動することができます。 

 
(2) 操作方法 

 「 」ボタンをクリックして、検索結果を順に
表示します。 

 
 

 「 」ボタンをクリックすると、次ページの内容が表示されます。 

 
 

 
  

ボタンクリックで「1～5件を表
示中」→「6～10 件を表示中」
に変更 
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 また、「 」ボタンをクリックしても、次ページに遷移します。 

 

 
 
 

 「 」ボタンをクリックすると、前ページの内容が表示されます。 

 
 

 
 

 

  

ボタンクリックで「1～5件を表
示中」→「6～10 件を表示中」
に変更 
 
※最後のページが表示されます 

ボタンクリックで「6～10 件を表
示中」→「1～5件表示中」に変更 
 
※前ページの内容が表示されます 
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 また、「 」ボタンをクリックしても、前ページに遷移します。 

 
 

 
 
 
 

※ 各ボタンをクリックして表示する内容がない場合（＝移動先のペー
ジにデータがない場合）、ボタンはクリックできない状態になってい
ます。 

 

  

ボタンクリックで「16～20件を
表示中」→「1～5件表示中」に
変更 
※先頭のページが表示されます 
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7.1.11 出力帳票のダウンロード 
※ 米穀周年供給・需要拡大支援事業では、共通申請サービ

スによる申請が行われた際の帳票出力について、電子
申請システムから出力することを予定していますが、
システム全体の調整等に時間を要していることから、
現在、対応しておりませんので、本マニュアルでは説明
を省略します。 

  当面の間、「148 ページ 6.3 CSV ファイルの帳票変換」
を参照し、帳票印刷用 Excel ファイルで御対応くださ
い。 
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7.2 アップロードできるファイル形式 
共通申請サービスにアップロードし、保存できるファイル形式は、以下
のとおりです。 
なお、各入力項目において、アップロードできるファイル形式が制限さ
れている場合がありますので、詳しくは、各入力項目における操作手順
等をご確認ください。 

 
ファイル形式 ファイルの拡張子 

Microsoft Excel 形式 xls, xlsx, xlsm 

Microsoft Word 形式 doc, docx, docm 

Microsoft PowerPoint 形式 ppt, pptx, pptm 

Microsoft Visio 形式 vsdx, vsdm 

テキスト形式 txt, csv, rtf 

PDF 形式 pdf 

画像形式 bmp, gif, wmf, emf, png, jpg, jpeg, tif, tiff 

図面形式 dwg, dxf, jww, p21, sfc 

メール形式 eml 

圧縮形式 zip（※） 

一太郎形式 jtd, jtdc 

※圧縮形式（zip）の利用は、推奨されていません。 
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7.3 ブラウザの操作 
ブラウザで共通する各種操作方法を記載します。 

 
7.3.1 ファイルのダウンロード・閲覧 
(1) 概要 

共通申請サービスに掲載されているマニュアル等をパソコンやスマー
トフォンにダウンロードして、閲覧、保存をすることができます。 

 

(2) 操作方法 
マニュアル等のダウンロード行うと、ファイルがダウンロードされます
ので、次の手順でファイルの閲覧、保存を行ってください。 
 

Google Chromeの場合 
ファイルの保存場所を尋ねられた場合は、保存場所のフォルダを選択し
て、「保存」をクリックします。 
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ファイルのダウンロードが完了すると、Google Chromeのウィンドウ
下部にダウンロードされたファイルのファイル名が表示されます。 
ファイル名をクリックすると、ファイルを開いて内容を閲覧することが
できます。 
ファイル名の右の「  」ボタンをクリックし、表示されたメニューから
「フォルダを開く」をクリックすると、ファイルが保存されたフォルダ
が表示されます。 
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Microsoft Edge の場合 
ファイルのダウンロードが完了すると、Microsoft Edge のウィンドウ
下部にダウンロードされたファイルのファイル名が表示されます。 
ファイル名をクリックすると、ファイルを開いて内容を閲覧することが
できます。 
ファイル名の右の「   」ボタンをクリックし、表示されたメニューか
ら「フォルダに表示」をクリックすると、ファイルが保存されたフォル
ダが表示されます。 
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7.3.2 ポップアップブロックの解除 
(1) 概要 

セキュリティ確保のため、ブラウザには、標準でポップアップをブロッ
クする設定がされています。これにより、共通申請サービスから出力し
たファイルをダウンロードできない場合がありますので、ブラウザを操
作して、ブロックを解除してください。 

 

(2) 操作方法 
 
Google Chromeの場合 
ポップアップがブロックされると、ブラウザ上部のアドレスバーの右端
に、ポップアップブロックのアイコンが表示されますので、アイコンを
クリックして、「…のポップアップとリダイレクトを常に許可する」を
チェックし、「完了」ボタンをクリックしてポップアップブロックを解
除してください。 
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Microsoft Edge の場合 
ポップアップがブロックされると、ブラウザ上部のアドレスバーの右端
に、ポップアップブロックのアイコンが表示されますので、アイコンを
クリックして、「…のポップアップとリダイレクトを常に許可する」を
チェックし、「完了」ボタンをクリックしてポップアップブロックを解
除してください。 
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7.4 逆引きインデックス 
・共通申請サービスポータルにログインするには︖ 

➡3.2 ログイン（16ページ） 

・パスワードを忘れたときは︖ 
➡パスワードを忘れた場合（19ページ） 

・共通申請サービスポータルからログアウトするには︖ 
➡3.3 ログアウト（24ページ） 

・お知らせを確認するには︖ 
➡4.1.2 お知らせ（35ページ） 

・通知を確認するには︖ 
➡4.1.3 通知（38ページ） 

・操作マニュアルを閲覧するには︖ 
➡4.2.3 マニュアルの閲覧方法（55ページ） 

・よくあるご質問を確認するには︖ 
➡4.2.4 よくあるご質問 (FAQ)（57ページ） 

・コールセンターへお問い合わせをするには︖ 
➡4.2.5 お問い合わせ（61ページ） 

・gBizID とは︖ 
➡3.1 共通申請サービスで利用するアカウントについて（10ページ） 

・gBizID のアカウントを取得するには︖ 
➡3.1.2 gBizID の取得（13ページ） 
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・個人プロフィールを閲覧するには︖ 
➡5.1 個人プロフィール（74ページ） 

・経営体プロフィールを確認・修正するには︖ 
➡5.2 経営体プロフィール（80ページ） 

・事業計画を申請するには︖ 
➡6.1 事業計画の申請（103ページ）  
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7.5 用語集 
 
よみ 用語 定義 

あ アカウント 共通申請サービスを利用するために必要な権限に係る個人

を特定するための情報をいう。 

  アップロード パソコンやスマートフォンに保存されているファイルを共

通申請サービスへ送信することをいう。 

え エントリー 共通申請サービスの申請者の身元確認の状態。身元確認が

されておらず、申請情報の参照など、一部の機能のみ利用

可能（身元確認が済み次第、プライムに更新される）な状

態。 

お オンライン インターネットを使用して操作を行うことをいう。 

く クリップ 共通申請サービスで、一覧表示内の文字を「幅に合わせて

表示」にする方法。幅に収まらない文字は切捨てて表示さ

れる。（→ラップ） 

け 経営体 農林水産業、食品産業等を営む法人、農林漁家等をいう。 

  経営体 ID 共通申請サービスで経営体を一意に識別する為に付与され

る情報を指す。 

こ コールセンター 共通申請サービスの問い合わせを、電話やメールで対応す

る問い合わせ窓口を指す。 

し システムメンテナンス 共通申請サービスのシステム保守作業を行うことを指す。 

  審査者 共通申請サービスの利用者の種類。申請手続の審査を行う

審査組織の実務担当者を指す。 

  申請者 共通申請サービスの利用者の種類。申請を行う者を指す。 

  申請データ 共通申請サービスでの申請情報を指す。 

た 

  

代理申請 共通申請サービスで申請者本人に代わり、申請者本人が指

定したものが申請を提出することを指す。 

端末 パソコンやスマートフォン、タブレットのことをいう。 
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ダッシュボード 様々なデータを収集、分析、加工して簡潔にまとめ、集計

値や表、グラフなどで一覧できるようにした画面のこと。 

ち 地方農政局等 農林水産省の地方支分部局である地方農政局及び北海道農

政事務所並びに内閣府沖縄総合事務局をいう。 

て デジタル化 これまで紙等に記載していた情報を電子化した状態をい

う。 

  電子申請システム 現在紙によって行われている申請や届出などの手続を、イ

ンターネット等を利用し電子的に申請を行うシステム。 

と 動作環境 共通申請サービスがサポートしている端末、OS、ブラウザ

のことをいう。 

  ドラッグ&ドロップ ファイルの上でマウスの「ボタン」を押したまま、マウス

ポインタを目的の場所まで移動させ、移動できたらマウス

の「ボタン」を離す操作のことをいう。 

に 二要素認証 パスワードと認証コード（ワンタイムコード）等の２つの

要素を組み合わせた本人認証方式をいう。 

 認証コード 申請者が共通申請サービスへログインする際に必要となる

情報を指す。 

共通申請サービスからメールで送信された情報をログイン

画面に入力することで、共通申請サービスにログインが実

施される。 

の 農林水産省共通申請サ

ービス（共通申請サー

ビス） 

農林水産省の所管する法令に基づく申請や補助金・交付金

の各種申請をオンラインでできる共通的な電子申請システ

ム。 

ふ プライム 共通申請サービスの申請者が身元確認済みの状態で、申請

機能が利用可能な状態。 

  ブラウザ インターネットでホームページを閲覧するときに使ってい

るソフトウェアのことをいう。 
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へ 平日 行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法律第 91号）で

規定されている土曜日、日曜日、祝日（国民の祝日）、振替

休日、国民の休日及び年末年始（12月 29 日～1月 3日）

を除いた日。 

ら ラップ 共通申請サービスで、一覧表示内の文字を「折り返してす

べてを表示」にする方法。（→クリップ） 

ろ ログアウト 共通申請サービスの利用を終了した状態にすることをい

う。 

  ログイン 共通申請サービスを利用できる状態にすることをいう。 

わ ワンスオンリー 一度提出した情報は、再提出不要であることをいう。 

  ワンストップ 複数の行政手続を一箇所で済ませられることをいう。 

A Adobe Acrobat 

Reader 

Adobe 社が提供する PDFファイルの表示、検索、印刷を

するためのソフトウェアのことをいう。 

  Android Google 社が提供するスマートフォン用のOSのことをい

う。 

  Apple Safari Apple 社が提供するブラウザのことをいう。Mac、

iPhone、iPad に標準でインストールされている。 

C Cookie ウェブサイトの提供者が、Webブラウザを通じて訪問者の

コンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させる仕

組み。 

  CSV テキスト形式のファイルで拡張子が「.csv」となっている

ファイルをいう。 

G gBizID（Gビス ID） 経済産業省が運営する法人共通認証基盤により、付与され

る IDのことをいう。 

  Google Chrome Google 社が提供するブラウザのことをいう。 

I iOS Apple 社が提供するスマートフォン用のOSのことをい

う。 
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M macOS Apple 社が提供するパソコン用のOSのことをいう。 

  Microsoft Edge Microsoft 社が提供するブラウザのことをいう。Windows

に標準でインストールされている。 

  Microsoft Internet 

Explorer（IE） 

Microsoft 社が提供するブラウザのことをいう。Windows

に標準でインストールされている。 

  Mozilla Firefox Mozilla 社が提供するブラウザのことをいう。 

O OS オペレーティング・システムの略で、アプリケーションや

デバイスを動作させるための基本となるソフトウェアのこ

とをいう。 

U URL ブラウザを使用しアクセスする先のことをいう。 

W Windows Microsoft 社が提供するパソコン用のOSのことをいう。 

 
 


